
 
 

香 川 大 学 

経済政策研究 
2005 年 3 月 

第 1 号 （通巻第 1 号） 

The Journal of Economic Policy Studies 
 

持続可能な社会（サステナブル・ソサイエティ）に向けて 

 
 
 
 
巻頭言 

 持続可能な社会（サステナブル・ソサイエティ）に向けて  岡田 徹太郎   1 

 

論 文 

 年金の財源問題と信頼回復                浜脇 沙織    3 

 介護保険制度における在宅介護              武藤 宏典    25 

 リサイクル社会の発展                  濱垣 奈緒美   45 

 ドイツに学ぶ循環型社会の形成              高木 宏明    63 

 税制改革からみる日本の構造改革             清水 啓介    85 

 
 
 
 
 

香 川 大 学 経 済 政 策 研 究 室 

 



 



 
 
 
巻頭言 

持続可能な社会（サステナブル・ソサイエティ）に向けて 
 

岡田 徹太郎 
香川大学経済学部助教授 

 
持続可能な発展（サステナブル・ディベロップメント）という言葉が脚光を浴びるようになった

のは、1987 年の国連ブルントラント委員会の報告書からだという。それは環境にかかわる持続

可能性を出発点としたものであるが、時代とともに、“環境” と “開発” の関係のみならず、経

済社会における、あらゆる分野での持続可能性（サステナビリティ）が問題とされるようになった。

その背景には、持続可能性を疑うにたる社会不安や経済不安が広がっていることにある。 
日本を含む多くの先進資本主義諸国は、福祉国家体制を維持するためのコストを賄い続けるこ

とができるかどうかという不安にさらされている。これらの国々の多くは、既に、少子高齢社会

を迎えているか、迎えつつあるとされ、社会保険制度（年金・医療・介護）等の持続可能性が問

題とされている。加えて、こうした個々の諸制度のみならず、制度を支える政府が累積赤字を抱

えていることから、政府そのものの持続可能性が疑われているのである。 
持続可能性問題は、新しい課題ではない。これまで、多くの “持続可能性” をキーワードにし

た研究は広く行なわれてきた。それにも関わらず、事態は改善するどころか、地球環境・社会保

障制度・政府のあり方等、あらゆる物事についての社会不安は、ますます広がっているようにさ

えみえる。 
 

このジャーナルは、香川大学経済学部・経済政策研究室に属する学生が、卒業論文として執筆

したものをまとめたものである。掲載した 5 本の論文の課題に共通していえることは、いずれも、

上述した持続可能性問題に深く関わっているということである。社会不安と危機意識は、特に若

年層において深いように思われる。これらのテーマが卒業論文として選ばれる理由のひとつとい

えるであろう。 
 

このジャーナルに掲載された論文について紹介しておこう。 
浜脇論文「年金の財源問題と信頼回復」は、日米比較を交えつつ年金制度のあり方について考

察した研究である。まず、日本の公的年金制度について、国民年金の空洞化と厚生年金の空洞化

の問題を取り上げ、国民の不信感と年金の財源問題について検討を加える。続いて、アメリカの

年金制度を考察し、アメリカの公的年金制度である社会保障年金が所得保障として機能している

こと、その上に、401k を始めとする企業年金の発達があることを明らかにする。さらに、日本

版 401k 制度についての検討を加える。浜脇論文は、種々の年金制度にみられるメリット・デメ

リットなど、その特徴や問題点を明らかにするが、まとめとして、制度改正はどのようなもので

あっても国民の不安が付きまとうことを指摘し、制度改正の理由やポイント、それによって及ぶ

さまざまな影響などを分かりやすく説明し、何よりもまず国民の信頼を得ることが必要であるこ

とを指摘する。 
 武藤論文「介護保険制度における在宅介護」は、介護保険制度における諸問題を考察すること

を通じて、高齢社会のあり方を提示しようという研究である。介護保険制度の施行前から施行後

に至っても様々な問題点に対する議論は消えていない。武藤論文は、現行の介護保険制度の問題
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点を明らかにしつつ、高齢社会において、高齢者それぞれが自立した生活を営むことができるこ

との重要性を指摘する。そのための理念として「介護の社会化」が必要だとし、家族介護の限界

を示し、高齢者の自立による社会参加が、これからの高齢社会における一つの「豊かさ」のモデ

ルとなるのではないかと説いている。 
 濱垣論文「リサイクル社会の発展」は、環境問題を解決するために、どのような環境政策が行

われているのか、また行っていけばいいのか、廃棄物処理対策の諸事例を取り上げながら考察を

試みる。廃棄物処理には膨大なコストを要し、また貴重なエネルギーを浪費している。濱垣論文

は、それを認識し、危機感をもってゴミ減量とゴミ分別することの重要性を指摘する。そのうえ

で、それぞれの自治体、各地方の特徴や条件を生かしながら、リサイクル社会を発展させていく

必要性を明らかにしている。 
 高木論文「ドイツに学ぶ循環型社会の形成」は、化石燃料の枯渇、酸性雨や、オゾン層の破壊、

水位の上昇、地球温暖化などの問題について、これまでの社会が、「大量生産、大量消費、大量

廃棄」という活動のうえで成り立ったために引き起こったという問題意識から出発する。そのう

えで、ドイツの事例を参考に循環型社会のあり方について考察する。高木論文は、ドイツが「循

環型社会」への第一歩を踏み出しているとし、ドイツの優れている点を、国（政府）、企業、市

民が協力し合って、循環型社会を構築しようとしているところに求める。そして、厳しい法規制

を敷くドイツ政府と、それに応えようとする企業、そして環境保護精神溢れる市民が、ドイツを

「環境先進国」へと呼ばれるまでに成長させたと指摘する。 
 清水論文「税制改革からみる日本の構造改革」は、「税制改革」に焦点を当て、今後の税制改

革の方向性について論じている。日本の行財政及び社会保障制度は、過去における経済が高い成

長を続け、人口構成が若かった時代に確立されたものであり、経済の低成長や人口動態の変化に

非常に脆弱な構造となっていることを指摘する。そして、現在のシステムを今後も維持しようと

すれば、将来世代にかかる負担が過大となり、経済活力の低下をもたらす可能性が高いほか、シ

ステム維持のための財政負担に耐えられなくなった時点において、大幅な給付削減が必要になる

など、将来に大きなコストをもたらすこととなるとする。結びとして、将来にわたって持続可能

で安定的な財政・社会保障制度の確立された日本型財政構造を構築していく必要があることを明

らかにする。 
 
 これらの研究が、あらゆる部面で現れる “持続可能性” 問題を解決するための一助となり、近

い将来において、文字通りの「持続可能な社会」が構築されることを期待したい。 
 

2005 年 3 月 15 日 
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論文 

年金の財源問題と信頼回復 
―― 年金制度の日米比較と 401k ―― 

 
浜脇 沙織 

 
 

Ⅰ. 年金の財源問題 
 
1. 基礎年金の財源をどうするか 
 
 2004 年の年金制度改正で、日本経団連など経済団体による提言が相次いでいる。企業の社会

保障負担を軽減する立場から、いずれも基礎年金の全額税方式化を求め、消費税率の引き上げに

も言及しているのが特徴である。消費税の税率引き上げは、少子高齢化に伴い、増大する社会保

障費を賄うために避けられないとの判断からだ。関西経済連合会は、「緩やかな改革を目指すほ

ど、将来世代へのしわ寄せが大きい」として、2013 年までの 10 年間に改革を行うことを求めた。 
 
1. 1 税方式への切り替え 

基礎年金の財源は、現在は 3 分の 2 が加入者からの保険料でまかなわれている。2004 年現在、

自営業者などは月額 1 万 3300 円の保険料を支払っており、民間企業の従業員が加入する厚生年

金の保険料も、その一部が基礎年金の財源に回されている。財源のうち、残りの 3 分の 1 は財政

資金である。保険料だけでなく財政資金が使われるのは、保険料があまり高くならないようにす

ることなどが目的だ。この方式をやめて、基礎年金の財源をすべて消費税などの税でまかなう税

方式に切り替えるべきだというのである。 
税方式の利点として、自営業者等から国民年金保険料を徴収する必要がなくなるため、自営

業者などの 4 割が保険料を払っていない空洞化問題を解決できることが挙げられる。また、厚生

年金の保険料は、現在は従業員の年収の 13.58%に相当する額を従業員と会社が半分ずつ負担し

ている。これも基礎年金に回る分の保険料が不要になるため、約 4 ポイントの引き下げが可能に

なる。さらに、現行制度では、サラリーマン世帯の専業主婦など国民年金の第 3 号被保険者は、

国民年金保険料を払わなくても老後に年金を受け取れ、この制度に対する、働く女性などの不公

平感も解消される。パートの主婦などが、第 3 号被保険者の条件である年収 130 万円未満になる

ように、働き方を加減する必要もなくなる。また、保険料を滞納している人が障害を負うと、障

害基礎年金を受けられない無年金障害者になってしまう問題も生じなくなる（YOMIURI ON-LINE

「基礎年金の財源」）。 
 
1. 2 税方式の欠点 

ただ、税方式にもさまざまな欠点があり、特に、巨額の税財源を確保できるかどうかが大き

な問題である。このため、「厚生労働省や自由民主党は財源に占める国庫負担の割合を 2 分の 1
まで高めた上で、将来も残る半分は保険料でまかなう方式を続ける方針である（YOMIURI 

ON-LINE「基礎年金の財源」）。」税方式に転換するのか、それとも社会保険方式を維持するのかが、

基礎年金の改革をめぐる最大の論点なのである。 
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では、新たに必要となる巨額の税財源をどうやって確保するのか。社会保険方式での財政負

担は年約 5 兆 5000 億円にのぼっている。税方式に変えた場合、新たに年約 10 兆 9000 億円の税

財源が必要になる。国の年間予算は約 81 兆 2000 億円なので、その約 2 割に相当する。国の財政

状況が極めて厳しいため、これだけの財源を毎年、安定的に確保するには、消費税率の引き上げ

以外には考えにくいという見方が一般的である。その場合、消費税の使い道を年金財源などに限

定した福祉目的税とすることで、増税に国民の理解を得ることも必要になりそうである。ただ、

消費税は、1%当たりの税収が年約 2 兆 5000 億円である。消費税率の引き上げ分をすべて基礎年

金の財源に使うと仮定すると、現在は 5%の消費税率を 9%程度に引き上げる必要があり、税方

式化に伴って保険料の引き下げが可能だとしても、経済の低迷が続く中、消費税率を大幅に引き

上げることは簡単ではなさそうである。しかも、高齢化が進むにつれて、必要となる財源はしだ

いに増えていく。厚生労働省の試算によると、2025 年には消費税率をさらに 2 ポイント高くし

ないと制度を維持できないのである（YOMIURI ON-LINE「基礎年金の財源」）。 

 
1. 3 負担のあり方 

保険料も消費税も、結局は国民が負担することになる。ただ、保険料は現役世代が支払うの

に対し、消費税はすでに年金を受給している高齢者も支払うという違いがある。税方式論者の多

くは「年金制度に対する若い世代の不公平感が緩和される」と主張しているが、税方式に反対す

る立場からは「高齢者の負担増は避けるべきだ」という反論もある。また、現行制度では、自営

業者の国民年金保険料が一律に月額 1 万 3300 円なので、所得の低い人ほど負担感が強いという

逆進性の問題がある。税方式にすれば、保険料そのものがなくなるため、この問題は解決する。

ただ、逆進性が強いという批判は、消費税に関してもつきまとっている。さらに、現行の消費税

には、消費者が払った税の一部が事業者の手元に残る「益税1」などの問題がある。税率の引き

上げを議論する際には、こうした不公平感をどうやって是正するかも検討課題となる。 
消費税の引き上げによって財源を補うことは、高齢化で増え続ける社会保障費をまかなうた

めには、必要なことだと思われる。しかし、今すぐにというのではなく、将来的に引き上げてい

くのが妥当だろう。今後の年金のあり方について、「国民の 7 割近くが税方式にしてもかまわな

い」としている。その理由として、「消費税は国民みんなが負担するだけに公平」な点を挙げて

いる。これに対し、現行制度のままが良いという方を選んだ人の理由としては、「年金制度を改

革するよりも、運用を見直すことが先決だ」という意見が多かった。結局、どちらの意見でも多

くの人が公平性を求めている。これを踏まえた上で改革を行い、また使い道や運用状況などをは

っきりと国民に提示することが大事である。そうすれば国民の理解ももっと得られるのではない

だろうか（YOMIURI ON-LINE「基礎年金の財源」）。 
 
2. 空洞化問題 
 
 税方式にすることの利点の 1 つとしての空洞化問題の解決があるが、ここでなぜ空洞化が起こ

るのか、空洞化の仕組みを見てみることにする。 
 空洞化とは中が空っぽになること、つまり、保険料を払わなければならない人が払わないとい

うことである。厚生年金の空洞化に先立って、大きな問題となっている国民年金の空洞化につい

て、まず説明していく。 
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年金の財源問題と信頼回復 

 
2. 1 国民年金の空洞化 

 国民年金の空洞化とは、国民年金被保険者のうち保険料を自主納付する第 1 号被保険者に多く

起きている問題である。そもそも国民年金の被保険者は、原則的に、日本に住む 20 歳から 60
歳未満の人たちである。この人たちは国民年金に加入して保険料を納めなければならない。国民

年金の被保険者には 3 種類あり、被雇用者は第 2 号被保険者といい、給与から徴収される厚生年

金保険料に国民年金保険料も含まれている。第 2 号被保険者に扶養されている配偶者、つまり夫

あるいは妻が被雇用者である年収 130 万円未満の専業主婦（専業主夫）は国民年金の保険料を支

払う必要がなく、夫(妻)が加入している厚生年金や共済年金の加入者全員で負担する。残る第 1
号被保険者は、収入や年齢に関係なく毎月定額の保険料を源泉徴収ではなく、自ら支払うことに

なっている。 
 「2000 年度を見ると、国民年金第 1 号被保険者のうち、保険料を支払っていないのは、①所

得が低く保険料の免除を受けている者が 370 万人、②学生納付特例者（学生の保険料免除者）が

135 万人、③国民年金の適用漏れ2がおよそ 300 万人、④滞納者が 491 万人で、合計 1296 万人で

ある。滞納者が 1 番多いのは、年金不信が大きな要因といわれている（木村，p.142）。」 
 問題の核心は、これら保険料を納めていない人が 20 歳以上 60 歳未満の人口のどれだけかとい

うことになる。4 割が保険料を納めていないということは、現行の財源調達法による皆年金制度

の限界を示している。滞納の問題は、将来受け取る年金額が低くなるという被保険者個人の問題

だけにとどまらない。専業主婦の分まで含めると、まじめに保険料を納めている被雇用者の大き

な負担となる。現行制度は、個人が保険料を逃れると、誰かがその分多く負担する仕組みになっ

ているからである。 
 
2. 2 厚生年金の空洞化 

 では、厚生年金の空洞化についてみてみる。「就業形態の多様化によって厚生年金にも同じく

空洞化が起きる。自営業主、家族従業者、雇用者の割合が、つまり就業構造が時系列的にどのよ

うに変化したのかを 1940 年代から見ると、一目瞭然、雇用者の割合は 30%台から 2000 年には

80%台に急伸した。一方、自営業者は 30%台から 10%台に減少し、家族従業者は 30%台から数

パーセント台に激減した（木村，p.144－145）。」このことにより、一見国民年金の被保険者のうち、

被雇用者グループが多くを占めるにいたったと考えてしまう。 
 しかし、実態はそうではない。被雇用者と第 2 号被保険者の間には大きな差があり、被雇用者

の増加が第 2 号被保険者の増加にはなっていないのである。特に、1997 年以降は第 1 号被保険

者が増加した。被雇用者数と第 2 号被保険者数との差は拡大している。「厚生年金の空洞化は、

国民年金の空洞化とは少し違い、もともと第 2 号被保険者グループに入ると予想されていた雇用

者の中で、該当しない人たちが増加しているという現象である（木村，p.146）。」つまり、これが

厚生年金の空洞化なのである。 
 では、被雇用者数と第 2 号被保険者の差がどのような理由でもたらされたのかを考えてみる。

「民間雇用者を対象とした公的年金は厚生年金である。厚生年金に加入するには、日本では 2
つの条件をクリアしなければならない。ひとつは、働いている事業所が厚生年金適用事業所であ

ること、あとのひとつはその事業所において常用労働者3として雇用されていることである（木

村，p.146－147）。」 
 適用事業所には、加入が強制される強制適用事業所と加入が任意である任意（包括）適用事業
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所に分けられる。 
 強制適用事業所となるのは次のいずれかに該当する事業所のことである。①農林水産業、サー

ビス業等一部の業種を除いた個人事業所で、常時 5 人以上の従業員を使用している事業所。②1
人以上の従業員を使用している国又は法人（公法人、私法人を問わずすべての法人）の事業所（社

会保険の基礎知識「健康保険・厚生年金保険の基礎知識」）。③船員法に定める船員として船舶所有者

に使用される人が乗り組む船舶。 
 任意（包括）適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で、その事業主がその事業所

に使用されている従業員の 2 分の 1 以上の同意を得て、社会保険事務所長等の認可を取得するこ

とによって適用事業所となった事業所である。この場合いったん任意適用事業所になれば、同意

しなかった人（被保険者から除外される人を除く）も含めて全員が強制加入となり、また加入後

の条件も強制適用事業所と全く同じ扱いになる。なお、任意適用事業所は、被保険者である従業

員の 4 分の 3 以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請し、社会保険事務

所長等に申請し、認可を受けると脱退することができる（厚生年金法「任意適用事業所」）。  
 よって、厚生年金法では、適用事業所に働く 70 歳未満の人が被保険者になることになってい

るが、強制事業所で働いているからといって、すぐに厚生年金の被保険者になるわけではないの

である。 
 厚生年金加入者が被雇用者数よりも減るということは、「①適用事業所で働く人達が減った。

つまり厚生年金が適用されない、従業員 5 人未満の事業所で働く人達の割合が増えた。②法人以

外で働く雇用者の割合が増えた。③適用事業所で働く雇用者のうち、常時的雇用関係にない人達

の割合が増えた。」という 3 つの理由が考えられえる。しかし、①と②について事実は逆であり、

減少の方向にある。つまり、③の適用事業所に勤務する被雇用者のうち、常時的雇用関係にある

人たちが減少したことになる。このことは、厚生年金のベースが浸食されることを意味している。

これは確定給付年金4である厚生年金にとっては、被保険者の減少が、高齢化の進展よりも急激

に起きることを意味しているのである（木村，p.148）。つまり、被保険者が減少することで被保

険者の負担が重くなっていく、すると厚生年金に加入する被雇用者が更に減少するということで

ある。 
 
2. 3 未納・未加入の空洞化への影響 

 このようにして起こってしまった年金の空洞化について、厚生労働省幹部は次のように説明し

ている。「厚生年金などの加入者を含めた公的年金の全加入者数は約 7000 万人で、未納・未加入

の割合はそのうち 5%程度に過ぎない」「未納・未加入の人には、将来その期間分の年金は支給

されないのだから、制度へのただ乗りが生じるわけではない。そのせいで年金制度がつぶれるよ

うな状況にはない（YOMIURI ON-LINE「空洞化対策」）。」しかし、公的年金は現役世代の保険料を

使って、その時点の高齢者に年金を支払う賦課方式で運営されている。保険料を払わない人が増

えるほど、きちんと支払っている人が高齢者を支えるための負担がきつくなり、原則 5 年に 1
度の年金改正で保険料が引き上げられる要因になってしまうのである。さらに、このままでは将

来、無年金になったり、少額の年金しか受け取れない高齢者が 100 万人単位で出現しかねない。

生活保護などのために巨額の公費支出が必要になり、税負担が増える恐れもある。少子高齢化で

公的年金制度の先行きに不安感が広がっている。したがって、保険料を払わないことは個人の自

由などと言って済ませられる問題ではないのである。 
 保険料未納者が払わない理由として、保険料が高く、経済的に支払いが困難というものである。
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しかし、この結果をその通り受け取ってよいかどうかは疑問となる。世帯の年間所得が 1000 万

円以上の人でも、このような理由を挙げており、また、保険料を払っている人と未納者の年間所

得の分布を比較しても、それほど大きな差は見られない（図表 1）。その一方で、未納者の半数

以上が生命保険か個人年金に加入して（図表 2）、自分で老後に備えようとしているのである。

これらから、公的年金は当てにならないという国民の不信感が、空洞化に拍車をかけている様子

がうかがえるであろう（YOMIURI ON-LINE「空洞化対策」）。 
 
3. 空洞化対策 
 
3. 1 強制徴収 

 では、空洞化対策として何が行われているのだろうか。正当な理由なく保険料を払わない人に

対して、国民年金法には税と同様に差し押さえによる強制的な徴収が行えるという規定がある。 
 1988 年、社会保険庁は、保険料を長期にわたって納めない全国の約 9000 人に対象を絞り、納

付するよう繰り返し説得した。ほとんどの人がこれに応じたが、最後まで応じなかった 5 人に対

し、電話の加入権などを差し押さえたのである。しかし、5 人はその時だけは保険料を支払った

が、また未納者に戻ってしまった。しかも、国民年金保険料の徴収は原則として 2 年間で時効に

なり、手間をかけて差し押さえをしても、1 人当たり約 30 万円しか徴収できないのである。そ

の後、社会保険庁は差し押さえを行っていない。これに代わる案として、保険料を納めない人に

は運転免許証やパスポートを発行しないことも検討されたが、年金に関係ない他の制度を徴収に

使うのは無理があるという判断から立ち消えになった。2001 年には当時の厚生省が、未納者に

は個人年金保険料の所得税からの所得控除を認めないようにする案を打ち出した。しかし、生命

保険業界が猛反発したため5自民党が了承せず、実現するにいたらなかった。社会保険庁は、地

道に納付を呼びかけるしかないという八方ふさがりの状況に陥ったのである（YOMIURI ON-LINE

「空洞化対策」）。 
 2004 年 1 月 19 日、社会保険庁は、2002 年度の国民年金保険料の未納者約 330 万人のうち、支

払い能力があるにもかかわらず保険料を納めていない約 500 人に最終的な督促状を 20 日付けで

送ると発表した。2 月 27 日までに保険料を納めなければ、財産状況を調査のうえ預貯金などを

差し押さえる強制徴収を実施することで過去最低に落ち込んだ保険料納付率の回復を目指した。

1988 年から 1990 年にかけて実施されて以来 14 年ぶり 2 回目である。2002 年 4 月以降に保険料

を納めていない人のうち、十分な所得があると見られるが、納付督励に応じなかった約 9500 人

をリストアップし、2003 年 11 月から 12 月にかけて最終催告状の送付や戸別訪問を実施した。

9500 人のうち、約 3000 人は保険料の全額または一部を納付し 2 年分の国民年金保険料 31万 9200
円と延滞利息（年利 14.6%）を合わせた金額となるのである。そして、その結果、経済的に余裕

がありながら納付を拒否した約 500人に強制徴収が行われた。（社会保障ニュース 2004年 1/18～/24）。 
 2004 年 9 月 17 日には、社会保険庁は、国民年金保険料の未納者 3 万人に対し 10 月から強制

徴収に着手することや未納・未加入者の各種資格取得の制限を検討することなどを盛り込んだ

「緊急対応プログラム」を、首相官邸で開かれた第 3 回「社会保険庁の在り方に関する有識者会

議」に示した。また、国民年金の収納対策として、昨年度、負担能力がありながら保険料を払わ

ない悪質な未納者約 1 万人に対し強制徴収の手続きに入った。2004 年度は対象を一挙に 3 倍に

拡大する。またハローワークに職探しにきた人に加入の徹底を図る方針となっている（Yahoo! 

JAPAN「共同通信 2004 年 9 月 17 日」）。 
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 やはり、未納・未加入者に対する自動車運転免許などの資格取得制限などは国民の権利侵害な

どの問題もあり、慎重に検討していく必要がある。また、強制徴収は、コストがかかる割に効果

が上がらないという欠点があるが、現在の保険料未納率が過去最悪の 4 割近くに達し、保険料を

納めている人や給与から天引きされている厚生年金加入者に不公平感や制度への不信感が広が

り、きちんと保険料を払っている人の納付意欲に影響を及ぼしかねないというような状況なので

あろう。 
 
3.2 信頼の回復 

 国民年金の空洞化は自営業者だけの問題にはとどまらない。「全国民共通の基礎年金の給付は

国民年金、厚生年金、共済年金の 3 制度で分担している」からである。「分担割合は加入者数を

もとに決められているが、国民年金は未納者を除いて計算されており、厚生年金は保険料が天引

きで、共済年金には未納者がほとんどいないので、結果的に厚生年金、共済年金から余分にお金

を取ることになるのである。」そうすると、サラリーマンなどの年金不信者が募り、制度に対す

る信頼が崩れる恐れが出てきてしまう。（YOMIURI ON-LINE「空洞化対策」）。 
 2004 年 2 月 4 日、自民・公明両党の与党年金制度改革協議会は、国民年金保険料の引き上げ

について合意文書を交わした。国民年金保険料は、2005 年 4 月から毎年 280 円引き上げ、毎年

280×12＝3,360 円引き上げ、12 年後の 2017 年度には月額 16,900 円となる。2004 年現在の月額

は 13,300 円なので、月額で 13,580 円となり、年額で 13,580×12＝162,960 円徴収されることにな

る（ウィキペディア『国民年金』）（図表 3）。厚生労働省は、保険料の過度の上昇を抑えるために、

基礎年金の国庫負担の割合を現在の 3 分の 1 から 2 分の 1 に高める方針を決めている。しかし、

そのための財源についてはメドはたっていない。そのため、基礎年金の財源になる消費税などを

充てる税方式を採用すべきだという意見が出てくるのであろう。 
 年金改革法の一部が 2004 年 10 月 1 日から施行される。厚生年金保険料の引き上げが始まり、

平均的なサラリーマンで毎年月額 650 円、ボーナス一回につき 1150 円の負担増となる。また、

国民年金保険料の未納対策として、社会保険庁が市町村からの所得情報を得ることなども可能と

なる。厚生年金保険料は現在、年収の 13.58%（労使折半）。10 月からは毎年 0.354%ずつ、2017
年に 18.30%に達するまで引き上げられるのである（Yahoo! JAPAN「産経新聞 2004 年 9 月 26 日」）。 
 また、公務員が加入する地方公務員共済年金と国家公務員共済年金の保険料率も 2004 年 10
月 1 日から引き上げられる。両共済とも厚生年金と同様、毎年保険料率を段階的にアップする。

2009 年 9 月に公務員の保険料率は一本化されることが決まっているが、一本化までの引き上げ

幅は地共済が年 0.354%（現在は年 13.03%、地方自治体が半額負担）、国共済は年 0.129%（年 14.38%、

国が半額負担）となる（Yahoo! JAPAN「時事通信 2004 年 9 月 26 日」）。 
 そして、自営業者らが加入する国民年金の保険料引き上げは 2005 年 4 月からとなっている

（Yahoo! JAPAN「産経新聞 2004 年 9 月 26 日」）。 
 
4. 財源確保のために 
 
 国民年金の空洞化に歯止めをかけるためには、厚生年金の見直しを一層進めることも必要にな

ってくるだろう。厚生年金の保険料の引き上げをできる限り最小に抑えるべきである。厚生年金

の保険料は企業にとっては賃金とともに雇用コストの一部で、この負担が重くなれば、雇用を減

らすことにもつながるだろう。その結果、厚生年金に加入していただろう人たちが失業者となり、
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国民年金の対象者となって、未納率を引き上げ、空洞化を加速させてしまう恐れもある。空洞化

を抑えるには国民の負担を少しでも軽くする姿勢が大事なこととなってくる。やはり、保険料の

引き上げを抑える代わりに、高齢者も含めて国民が広く薄く負担する消費税の税率引き上げで財

源を確保していくことが、空洞化を解決する方法の 1 つとなるだろう。また、正当な理由なく保

険料を払わない人に対し、厳しい姿勢で臨むことは当然のことである。ただし、保険料未納者の

うち半数以上が生命保険か個人年金に加入して、自分で老後などに備えようとしている現実もあ

る。国の年金に対する不信感が空洞化の大きな原因である以上、対症療法だけでなく、不信を解

消するための制度全体の手直しが必要である。 
 
 

Ⅱ. アメリカの年金制度 
 
1. 老齢者所得 
 
 アメリカの老齢者の所得源泉は大きく分けて 3 つある。1 つ目は、社会保障年金。これは、強

制加入の基礎的制度で、給付構造は低所得者ほど現役期所得へ代替率が高くなっている。2 つ目

は、雇用主提供年金（企業年金）。これは、設立も加入も任意であり、給付構造は社会保障年金

のような所得再分配的ではなく、現役期の高所得層に高い年金給付となるものである。3 つ目は、

個人貯蓄等の資産所得、稼得所得等。市場経済で自由に自己責任の下に行われる経済活動の成果

である。 
 老齢者の所得階層の「下位 6 割が現役世代の社会保障税で賄われる社会保障年金に依存し、上

位 4 割が、それに加えて、金融資本市場での投資運用あるいは自らの就労を通して、市場経済の

成果の分与を受けている（渋谷，p.141）。」これらより、社会保障年金が、老齢者の個人資産や就

労機会の格差に対し、所得保障として機能していることがわかる。 
 
1.1 社会保障年金 

 社会保障年金の年金給付は、物価調整された平均現役期所得により、一定程度の所得代替率で

設計されており、「社会保障年金が創設された 1930 年代には所得代替率が 50%程度で十分とさ

れたが、その後次第に引き上げられ、現在、退職前の生活水準を維持するためには 70～80%の

所得代替率が必要とされている。しかも、その所得代替率が低所得層に高くなっており、所得再

分配的である（渋谷，p.142）。」 
 財政方式は、原則的に賦課方式であり、現在の加入労働者の負担する社会保障税で年金給付が

賄われる。ただし、1983 年の社会保障改革では、ベビーブーマー世代が退職し始める時期に急

激に社会保障税率が上昇することを回避するために、部分的に積立方式が導入されている（佐藤，

p.107）。これらにより、現役期の納税記録が退職後の給付算定の基礎となり、それが高くなるに

つれて換算率を下げることで、所得再分配的な給付構造が形成されるのである。 
 なお、社会保障税率は、賃金に対して 7.65%（2000 年）であり、その内訳は老齢年金が 5.3%、

障害年金が 0.9%、メディケアが 1.45%である。「また課税ベースには上限（年収 7 万 6200 ドル）

が存在する。このように決定される税額は被用者と雇用主でそれぞれ同額ずつ、すなわち両者合

計で 15.3%の負担となる（佐藤，p.99）。」 
 1990 年代に提訴された社会保障年金の改革案の中では個人勘定が最も抜本的であった。個人
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勘定には 2 種類あり、1 つは転換型であり、社会保障税率は現行水準のままで、その中からある

割合を個人勘定に割り振るというもの。もうひとつは追加型で、社会保障年金制度の外側に補足

的に個人勘定を設定し、その分の社会保障税は追加するというものである。転換型は積立方式を

とり、従来の社会保障年金と比べ、所得再分配の程度は弱まってしまう。追加型も所得再分配的

というよりは、比例的である。しかし、実際には、1990 年代の抜本的改革議論は実現には至ら

ず、市場整合的な雇用主提供年金と、それを可能にする社会保障年金を明確に分離するというよ

うな基本構造が維持された。 
 
1.2 雇用主提供年金 

 雇用主提供年金は、強制加入の社会保障年金とは対照的で、非強制の任意加入で、労働者の約

半分をカバーするに過ぎないというのが特徴である。政府も租税優遇措置を設け、雇用主提供年

金を奨励している。この租税優遇措置にはいくつかの適格条件があり、最も重要なのが、加入・

拠出・給付について高給被雇用者6に有利な差別がないというものである。これは、租税優遇措

置が雇用主による年金制度の導入・維持を誘導する効果と、租税支出の恩恵が年金加入者に公平

に享受されることを両立させるためである。 
 雇用主提供年金には確定給付型と確定拠出型があり、前者は投資運用リスクを雇用主が、後者

は被雇用者が負うものである。後者はまた、通常、一括払いで給付が行われる。また、雇用主提

供年金は、確定給付型は減少の傾向にあり、確定拠出型は増加の傾向にある。このような確定拠

出型への傾向的シフトの原因として、第 1 に、労働者にとって転職に関して移管が可能であり有

利と認識されるようになったこと。第 2 に、企業側にとって、毎年の雇用主拠出の時点でコスト

が確定できる、それ以降の運用リスクという変動要因を織り込まなくて済む、企業収益の変動に

応じて拠出を調整できるという利点がある。第 3 に、雇用主拠出としてのコスト以外に、運営コ

ストの面から確定給付型の不利が大きくなったこと、エリサ法（被雇用者退職後所得保障法）に

よる確定給付型の規制が強かったことなどが挙げられる。また近年では、確定拠出型へのシフト

を促進するため、確定拠出型への規制緩和がなされている。 
 このような雇用主提供年金における確定拠出型のような、個人勘定を設けて自己責任で運用す

る改革案がでた背景には、1990 年代の株式価格の長期的上昇という要因があった。確定給付型

では、株式価格の上昇による運用収益の増加は、雇用主が拠出の節約という形で享受するが、確

定拠出型では、リスクを負う代わりに、株価上昇による好調な運用収益は、将来給付の増加とし

て被雇用者側が享受できるのである。 
 
2. アメリカの企業年金 
 
2.1 401k の台頭 

 アメリカでは、企業年金制度が非常に発達しているのである。中でも近年目立って注目されて

きたのは、401k を中心とした確定拠出型年金である。1980 年頃からの急速な確定拠出型の発展

は、国民の退職後保険の新しい形態として、また、労働市場や金融市場などを通じて経済に影響

を与えるものとして、アメリカだけでなく日本や各国の年金政策論議に影響を与えてきた。 
 1970 年代までは、アメリカの企業年金は主として確定給付型であった。「1977 年の時点でアメ

リカの企業年金加入者の 84.3%が DC 型（確定給付型）の加入者であった（吉田，p.156）。」その

ような中、1980 年前後から確定拠出型が急速に台頭し始めた。確定拠出型は、資産額・拠出・
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加入者などあらゆる面で飛躍的に成長し、その発展は、大部分が 1982 年に新しく登場した 401k
によって支えられたものであった。「正式には「米国内歳入法 401 条 k 項」に基づく企業年金の

ことを指す。社員が自分の給与から会社に天引きしてもらい、税金の支払いを繰り延べする恩恵

を受けながら老後の生活資金に備えるもので、積み立て式の確定拠出型年金の一種である。確定

拠出型年金には、他にも社員持ち株プラン、403b プラン（公立学校・非営利団体職員対象）な

ど多数ある（伊藤，p.143－144）。」これは、1980 年から施行された。アメリカの年金プランは確

定給付年金も確定拠出年金も 1990 年代を通じて拡大の一途をたどってきたが、中でも確定拠出

型の伸びは高く、確定給付型を抜き去り、その後一段と差をつけるが、1999 年に株価のピーク

をつけたのを受け、2000 年からは、やや足踏みの状態である。 
 
2.2 401k の特長 

 401k は自己責任の年金である。資産運用の結果がうまくいったかどうかはすべて個人の責任

に帰する。つまり、投資する商品をそれぞれが選んだ時点で責任が発生する。そこに会社の責任

は存在しないのである。しかし、アメリカでは、その前の時点で、会社が個人にどのような商品

ラインナップを提供したかの部分に関しては会社に受託者責任があり、それに関する訴訟が相次

いでいるのである。 
 また、「所得控除できる上限額が年間 1 万ドル（伊藤，p.154）」と、かなり高くなっている。「2006
年までには、さらに 1 万 5000 ドルに上がる予定だ（伊藤，p.154）。」なぜ控除額が問題になるの

かというと、この控除額が、企業が社員に支払う毎年の年金額の基準になるからである。この枠

が大きいと、その中で自分たちの会社にあった金額を考えることができる。これは、貯蓄奨励の

目的のため多めに設定されているのである。 
 アメリカ版 401k の特長としては、マッチング拠出というものがあることである。マッチング

拠出は、個人と企業が同時に拠出できるもので、これにも所得税がかからないのである。また、

中途引き出しが出来るのである。それにはペナルティとして通常より高い所得税を払わなければ

ならないが、それを払えば引き出すことが可能になっているのである。 また、401k の財産を

担保にお金を借りることができる。 
 このような魅力があったために受け入れられ、好況が後押しして、401k が有力な年金プラン

に育ったのだろう。 
 
3. エンロン事件 
 
 1990 年代を通じて好調を続けたアメリカの景気だったが、世紀をまたぎ、IT バブルがはじけ

て息切れすると、浮かれている最中にはわからなかったバブルの影の部分がクローズアップされ

るようになってきた。 
 その例がエネルギー企業エンロンの破綻である。エンロンは、「世界 40 カ国に社員 3 万人を擁

し、デリバティブというハイテクを駆使した金融技術によって、短期間に時価総額 10 兆円、1000
億ドルを超える全米 7 位の売上げを記録して「時代の寵児」となった新興企業だったが、バブル

崩壊とともにあっけなく息の根がとまった（伊藤，p.163－164）。」 
 問題は、その中身である。1986 年に 10 ドル弱だったエンロンの株価は、2000 年 8 月には 90
ドルまで上昇し、1995 年から急上昇したアメリカの株価をリードする優良銘柄の代表格になっ

た。同時に社員たちはストックオプション7を使ってエンロンの株を買い、401kの資産運用でも
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エンロン株を組み込んでいったのである。社長兼CEO8であるジェフリー・スキリングは、株価

上昇に会社のすべてを賭けており、そのためには手段は選ばなかった。損失が出るとそれを隠し、

収益を不当にかさ上げした。はじめは合法的なやり方だったが、やがて堂々と法を犯すほどの手

口まで広げていった。2001 年になると、エンロンの株価は下がり始めた。スキリングは、社員

に株は上昇に転じるから株を持ち続けようと呼びかけた。ところが、本人はストックオプション

を行使した後に株を売却し、6690 万ドル（約 80 億円）を手にしていたのである。そして、8 月

に突然辞職したのだ。9 月には株価は 20 ドルまで下がり、隠していた問題が次々と表面化し、

取引先は相次いで契約を解消し、信用を失ったエンロン株は株式市場で叩き売られたのである。

11 月についに、エンロンはごまかしを認め、5 年間決算のかさ上げをしていたとして、純利益

15 億ドルを 4 億ドルに減額修正した。そして、あっという間に株価は 1 ドルを割ったのである。

12 月には、とうとう破綻してしまった。廃業した後は、エンロンに投資して損失を被った株主

から損害賠償訴訟を起こされている。また、エンロンが破綻する寸前に、社員らは会社を相手に

401kに組み込まれた自社株の運用で 8 億ドルを失ったとして集団訴訟を起こした。これは、会社

が簿外取引での損失を明らかにせず、社員に自社株投資を勧めたのは、年金受託者としての責任

を怠ったことになる、ということからである。社員のほとんどが拠出額の 6 割以上を自社株に投

資していたという。当てにしていた老後資金の希望が無くなってしまったのだ。 
 このエンロン事件は、アメリカ資本主義経済の問題点を数多く明らかにしたのだ。「さらに

2002 年 6 月には、アメリカ第 2 位の長距離通信会社ワールドコムで、1 年あまりにわたって総額

38 億ドル（約 4500 億円）の利益をかさ上げしていた粉飾決算が発覚した。」「他にも不祥事が明

るみに出たのは、前 CEO が脱税で起訴されたタイコ・インターナショナル、通信会社クエスト・

コミュニケーションズ・インターナショナルなど」がある。（伊藤，p.176） 
 
4. アメリカの年金制度を参考に 
 
 アメリカの年金の特徴は、政治がリーダーシップをとっていることである。まず、大統領がビ

ジョンを示し、自らが責任を負うことを明確にしている。既存の受給者と将来の受給者の給付を

変えないだとか、社会保障税率を引き上げないというのは、改革に対する不安を和らげる方針を

最初に打ち出す意味があるからである。これはとても重要なことであると思う。まずは、改革の

ための土台から作っていこうというのがはっきりと見えることにより、国民の不安を取り除いて

くれるだろう。 
 また、アメリカ版 401k にはさまざまな利点があり魅力的であるが、その反面、エンロン事件

のようなことも起こりうるのである。かつてはアメリカ人も預金が資産運用の中心だったが、80
年代以降次第に 401ｋの導入と共に株式、投信に移行していき、一般人も含め、投資行為が当た

り前のような国になった。そのようなアメリカで、エンロン事件は広範囲に影響を及さないわけ

はない。これは、金融に関する行政のあり方や、アメリカの資本主義の枠組みを改めて考え直す

きっかけになっただろう。 
 このようなアメリカの例を参考に、さまざまな角度から分析し、日本の年金制度に生かしてい

くことがより効果的であるだろう。また、そうしなければ同じ過ちを犯してしまう可能性も高い。

そうならないためにも、とても必要なことなのである。 
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Ⅲ. 日本版 401k 
 
 現在確定拠出年金制度を導入する企業が増えてきている。これまでの日本の企業は、年功序

列・終身雇用というような雇用のスタイルをとってきた。しかし、戦後の成長モデルが限界に達

し、少子化や低金利などにより、現役世代が退職世代を支えるという既存のシステムを維持する

ことが困難になってきた。そこで、個人に一部責任を持ってもらうことで、年金の仕組みを修正

していくことにしたのである。ただ、あくまで一部の変更であり、これまでの年金制度が全くな

くなるわけではなく、制度のすべてが変わってしまうわけでもない。20 年前に 401k プランを導

入したアメリカを見ても、現在でも従来通りの確定給付年金制度をとっていたり、併用している

企業がたくさんあるのである。 
 
1. 日本版 401k とは 
 
1.1 なぜ「日本版 401k」と呼ばれるのか 

 2001 年 10 月に確定拠出年金が施行された。従来の年金は、加入年数や、在職中の給与によっ

て、もらう金額が初めから決まっている確定給付型だけだった。それが、掛け金だけが決まって

いて、もらう金額は個人の運用次第であるという確定拠出型も採用できることになった。この確

定拠出型年金は、日本版 401k とも呼ばれる。それは、この新しい年金が、アメリカの確定拠出

型年金である 401k プランをモデルにしているからである。「日本の税法に当たる米国国歳入法

の 401 条 k 項に課税上の特典プランが定められているため、こう呼ばれている（伊藤，p.67）。」 
 
1.2 なぜ導入されたのか 

 401k の導入に積極的だったのが企業である。「これまでの企業年金は確定給付型で、社員に約

束しただけの年金を支払うためには積立金を 5.5%で運用することが目標だった（伊藤，p.68）。」

しかし、「バブル景気が崩壊して以降、金利はどんどん下がりつづけ、企業年金はゼロ金利の環

境下で予定利率の 5.5%どころか 2%にも満たず（伊藤，p.69）」、企業本体の利益から補うという

状況になった。しかも、多くの企業がリストラを進めたため、企業年金の加入者が激減したとこ

ろも多い。日本の景気が上向かず、超低金利と株式相場の低迷が続く限り、今後も企業年金の解

散は避けられない。そうなると、予定通りの年金を受け取れなくなってしまうことが多くある。

「もしも今自分が加入している企業年金が解散してしまうと、老後は厚生年金と国民年金を併せ

た公的年金だけ、つまり夫婦 2 人で毎月 23 万円で暮らさなければならない（伊藤，p.70）。」この

ような状況の中で、個人にも責任を分散することで、企業年金の仕組みを修正することになった。 
 
2. 日本版 401k の仕組み 
 
 日本の年金制度は 1～3 階建ての構造になっている。国民年金、厚生年金、共済年金の公的年

金は確定給付であり、これまでの企業年金や、自営業者が任意に加入する国民年金基金も確定給

付である。401kが入ってくる可能性があるのは、サラリーマンなら企業年金のところで、自営業

者は国民年金基金9と併存する形で導入される。専業主婦や公務員は 401kの対象外である（図表

4）。 
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2.1 企業型と個人型 

 日本版 401k は企業型と個人型がある。 
 企業型はすべての民間企業が導入でき、加入者の制限もない。勤務する会社が導入すると、原

則として厚生年金の加入者は 401kに加入することになる。定年間近の人でさえ拒否はできない。

どの社員を加入させるかは、不公平にならないように会社が決める。加入させる社員については、

年齢・勤続年数などの条件や、資格によって経営者と従業員が企業型年金規約10を作って決める

のである。そこで、従来の企業年金に長期加入してきた人は除くというような条件をつけること

が可能である。掛け金の決め方も企業によって異なり、これも規約に盛り込む重要事項である。

これがいったん決まると社員全員に適用され、個人が途中で求めることは難しい。 
 個人型は、自営業者、農林水産業に従事する人など、国民年金の第 1 号被保険者にあたるひと

が対象である。この 401k は自営業者にとって、サラリーマンとの差額を埋めるために利用でき

る年金といえるだろう。401k 導入後でも自営業者は、国民年金基金に入ることができ、両方の

年金に同時に加入することもできる。また、勤めている企業に厚生年金基金や税制適格年金など

の確定給付型の企業年金がなく、その上、企業がこの先 401k を導入する予定のない会社のサラ

リーマンもその対象となる。ただし、企業型と個人型の両方に加入することはできないのである。 
 
2.2 401k に加入できない人 

 まず、企業型年金に加入できないケースは、加入できるのは 59 歳までなので、60 歳になった

時点で加入者から外れなければならない。加えて、会社が 401k の制度を終了した場合、会社を

辞めて自営業者になった場合、企業型年金規約に定められた条件から外された場合、死亡した場

合などである。 
 次に、個人型年金に加入できないケースはというと、国民年金の保険料を未払いである人は加

入できない。滞納分を納付し終わってから初めて、401k に加入することができるのである。公

務員や、年収 130 万円未満のパートなど国民年金の第 3 号被保険者にあたる人たちも加入できな

い。なぜ公務員が除外されたかというと、「公務員がもらう共済年金の中には、民間サラリーマ

ンがもらう企業年金に相当する部分が含まれているという見方による。また、専業主婦など第 3
号被保険者は、定期的な収入がないから毎月掛け金を出していく 401k にはそぐわないという理

由だ（伊藤，p.80）。」 
 しかし、現代の状況にそぐわないところもある。例えば、企業で働いていたが結婚し、いった

んは専業主婦になるが、再び働きだす場合である。会社を辞め、専業主婦になると 401k の加入

者の資格を失ってしまう。その後ずっと専業主婦でいる限り、今まで積み立てた分の運用はでき

るが、引き続き掛け金を払っていくことはできないのである。 
 次に、派遣社員の場合を見てみる。派遣社員には、登録型派遣社員と常用雇用型派遣社員の 2
つある。「登録型派遣社員とは、派遣会社に自分の名前を登録しておき、派遣先が決まると、そ

の期間だけ派遣会社に雇用されるというタイプをいう（伊藤，p.81）。」この場合、雇用期間が 2
ヶ月以内だと社会保険に入れないので国民年金に加入し、個人型の 401k に加入できる。しかし、

雇用期間が 2 ヶ月を超すと会社は社会保険に加入させないとならず、厚生年金に加入させている

場合が多いが、短期雇用が普通である派遣にとって 3 年以上 401k に加入すれば持って出られる

401k はそぐわないし、会社が派遣社員のために 401k を用意しているとも考えにくく、また、厚

生年金基金や税制適格年金といった確定給付年金も無いので、会社員が個人型 401k に入るのと
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同じ条件になる。 
 常用雇用型とは、「派遣元の会社にまずは正社員として雇用され、それから別の会社に派遣さ

れるケース（伊藤，p.81）。」のことをいう。この場合は正社員なので、会社が 401k を導入すれば

加入できるのである。 
 
2.3 掛け金と運営・管理 

 日本版 401k の拠出金額には上限がある。そして、現行では、会社が掛け金を毎月社員個人の

口座に振り込むようになっており、個人の思いどうりにいくらでも掛け金を出すことはできない

のである。しかし、個人型に加入している場合は、上限を超えない範囲で自由に掛け金を決める

ことができる。 
 日本版 401kは自己責任で運用する年金制度であり、成功・失敗は運用が重要となってくる。

加入者や勤めている会社が直接運用するわけではないのである。運営管理機関11がリスクの異な

る 3 つ以上の運用商品を提示し、加入者に提示した運用商品の仕組みや運用成績、利回り実績と

いうような情報を提供し、同時に投資教育も行う。また、運営管理機関は商品の中に 1 つは元本

確保型商品を入れなければならないのである。加入者は、運営管理機関から提示された運用商品

から選択して運営管理機関に指図するのである。また、加入者は、運用成績や利回りをみて得だ

と思う運用商品に預け替えを行えばいいし、少なくても 3 ヶ月に 1 回は商品を見直すことができ

るのである。 
 401kの資産を管理し、給付金を加入者の口座に振り込むのはというと、資産管理機関12という

団体である。会社は資産管理機関と別途契約を結び、資産管理機関は、加入者の積立金を保全し、

運営管理機関を通じて加入者の運用指図に応じ、運用商品の売買を実際に行うのである。 
 つまり、加入者が実際に行うことは、金融のプロが運用する金融商品の善し悪しを情報を頼り

に判断し、選ぶことである。 
 
2.4 受給について 

 これまでの企業年金は会社が倒産すれば大幅な減額になるリスクがあったが、401k では、個

人に属しておりそのような心配はいらないし、転職しても次の会社に持っていけるという利点が

ある。 
 日本版 401k は、59 歳で積み立てが終わり、60 歳～70 歳の間で加入者が選んだ受給開始の時

期から受給というシステムになっている。60 歳になるまでは、例外を除き受給できない。また、

70 歳になると、本人の意向にかかわらず自動的に支給開始となる。60 歳で受け取るには、10 年

以上の加入期間がなければならない。もし、10 年に満たないと、段階的に受給できる年齢が上

がっていく。もし、サラリーマンとして企業型に加入していた期間と、自営業者として個人型に

入っていた期間があると、合計して考えることができる。また、加入者として掛け金を払ってい

た期間と、加入者でなくなり、掛け金の積み立ては止めたが運用の指図は行っていた期間がある

と、これも合算することができる。 
 先ほど例外を除くとしたが、この例外というのは、重度の障害を負ったとき、本人が死亡した

とき、加入者が 3 年以下でその資格を失ったときなどである。「3 年以下で資格を失うケースと

しては、新入社員が 401ｋを導入している会社に入って 3 年以下で転職、もしくは独立し、その

後は 401ｋに加入しない場合や、女性が会社を 3 年以下で退職し、結婚して専業主婦になった場

合などが考えられる（伊藤，p.90,92）。」 
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 受給のスタイルとしては、年金として毎月もらうか、全額を一時金でもらうか、年金と一時金

に振り分けてもらうかである。これは、あらかじめ年金規約で決めておかなければならない。人

間、今考えることと将来考えることが違ってくるのは当たり前である。このため、年金規約で受

給期間のパターンをいくつか用意しておくことも可能である。しかし個人型の場合は、国民年金

基金の用意する年金規約の内容に従うことになる。 
 厚生年金や国民年金は受給が開始されるとその人が死亡するまでもらえるのに対し、401k は

積み立ててきた資金がなくなると支給はそれで終わりになるのである。 
 
3. 日本版 401k のメリット・デメリット 
 
3.1 メリット 

 401k は個人が設計する年金であり、今まで企業主導で行われてきた企業年金に対し、自分自

身の力がかなり及ぶ年金にできるという点である。まず、運用次第で老後資金を大きくふくらま

せることができる。現在の低成長時代に高い利回りを保証する商品を探すのはとうてい難しい話

だが、長い目で見ることができれば、経済が好転したときには、これまでの企業年金以上の大き

な年金資金が用意できるだろう。また、401k の加入者は少なくとも 3 ヶ月に 1 度は商品の見直

しができ、現時点でどのくらいの積立金があるのか即座に分かるというのも大きなメリットであ

る。 
 また、401k では転職しても継続でき、企業年金を気にかけて転職を思いとどまるというよう

な心配もない。3 年以上加入していれば、転職の理由に関係なく積立金を次の企業にもっていけ、

そこで継続して掛け金を払っていけばよいのである。また、税制面で優遇される点もある。「401k
は公的年金の位置付けにあるので、通常の預貯金や投資にはない恩恵がある。それは、企業型で

は掛け金の損金参入が認められ、個人型だと所得から控除されることが 1 つ。利息に税金がかか

らないのも利点だ。さらに、もらう段になると、一時金の形であれば退職所得控除を受けられ、

年金の形であれば公的年金等控除の枠が使える（伊藤，p.187）。」 
 
3.2 デメリット 

 個人が作る年金のため、運用次第で老後の資金に差が出るということである。これまでの確定

給付型の企業年金は、企業に任せていれば、毎月定額の給付が保障されていた。しかし、401k
では企業は支給額を保障してはくれない。自分自身が老後を決めるのだ。うまく運用すればその

人にとってメリットとなるし、うまくいかなかった人にとってはデメリットとなるだろう。また

年金作りの成否を決める運用商品の選択がリスクのある運用商品にお金を投じることになれて

いない個人の手に、自分の老後の生活基盤である年金作りが委ねられるという点である。 
 また、掛け金の上限が低いこと、途中で積立金が引き出せないこと、手数料が高いことなどと

いう点がある。「米国では現在、年間 1 万 500 ドル（1 ドル＝120 円で 126 万円）まで掛けられる。

さらに 2006 年までには上限が 1 万 5000 ドル（180 万円）に上がる。日本版 401k では、最も上

限が高い自営業者などが加入する個人型でも、年間 81 万 6000 円（月額 6 万 8000 円）にすぎな

い（伊藤，p.189）」のである。 
 また、「日本のサラリーマンの場合、ほかに確定給付型の企業年金がないケースであっても、

上限は 43 万 2000 円にすぎない。アメリカの現状と比べて約 3 分の 1、いずれは 4 分の 1 と、控

除枠の差は大きい（伊藤，p.154）。」という、所得控除額の大きさがアメリカと比べかなり小さい
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点である。控除額がここまで小さいと、限度額一杯まで金額を設定しても、まだ従来の年金額に

到達しないというようなケースが出てくるからである。税で取られる分というのは意外に効いて

くるものなのだ。 
 そして、各種手数料の問題もある。「金融商品購入の手数料が購入額の 1%、口座の記録管理

料と資産管理料が併せて年間、年金資産の 1～3%くらい見込まれる上、2003 年度からは特別法

人税が資産の 1.173%掛かるかもしれない。そうなると 3～5%くらいの費用が必要になってくる。

当然、それ以上の運用益を上げないといけないことになる（伊藤，p.190）。」そしてなによりも、

会社が出すお金なので、社員は自分の資産という実感がわきにくくなってしまう点がある。 
 
 

Ⅳ. まとめ 
 
 アメリカ版 401k と日本版 401k には、みてわかるように異なる点がいくつかあるのである。ま

た、国自体の状況も違えば、国民の考えも違うだろう。そんな中で、ほとんどの人が預貯金しか

経験のない状態の日本人に、いきなり投信をしろ、資産分散を考えろといわれても戸惑うばかり

である。このままでは、個人は訳も分からず投資し、老後の資産を減らしていってしまいかねな

い。国や企業が責任をすべて放棄して、自己責任の名の下に個人自身にマイナスを押し付けるこ

とになってしまう。確かに日本人は、生きる上での大切な部分を国や企業に依存しすぎていたの

は事実である。しかし、もっと自分で人生を組み立てることが大事であろう。今までのやり方で

は、いつの間にか誰かが考え、いつの間にか決まっており、損か得なのかもわからずしているこ

ともかなりあるのではないだろうか。自分の年金は自分で作れといわれても、実際、懐が痛まな

ければなかなか本気で運用する気にならないのが普通だろう。つまり、モチベーションが上がら

ないのである。どうせ会社のくれたお金だから、などと放りっぱなしにしておいたり、いい加減

な投資を続けていると、気がついたときにはかなりの減額になっていて呆然としてしまうことだ

ってあるのである。そうさせないためには、国や企業は個人に対して投資教育を充実させなけれ

ばならない。制度を普及させるためにも、一般の人をやる気にさせる仕掛けが必要となるのだ。

アメリカでは、401k の普及とともに、アメリカ人が資産運用を勉強し、投資信託の発展、株式

市場の盛り上がりにつながっていったことは明らかである。つまり、投資教育により、日本の市

場が盛り上がるだろうという期待ももてる。制度を導入したい企業は、社員たちが自分で運用で

きるように情報や、判断材料を提供していかなければならないのである。 
 いち早くに授業で投資教育を取り入れた学校がある。それは同志社中学校である。「経済を教

える先生の発案で始まったこの取り組みは、日本経済新聞社が web 上で展開する「日経ストッ

クリーグ」を利用し、生徒たちが架空の 500 万円を手元に、独自の判断で株取引を行う。もちろ

ん取引自体はシミュレーションだが、株価は現実のものを反映している（伊藤，p.208）。」このよ

うな取り組みに対して、評価する声の一方、一部批判的な声もでてきた。バーチャルと現実の違

いを子供たちは理解できるのか、とか、中学生にギャンブルを教えるなんて、とかである。しか

し、生徒たちはこの取り組みにかなり積極的で、この取り組みに、生徒も教師も自信をもってい

る。何よりも実際に行っている人たちが一番わかるのである。企業や運用のプロでも予定利率を

達成できないのに、素人にできるのかという疑問は、このような投資教育によってある程度解消

されるだろう。 
 アメリカでも、401k がうまくいき始めたのはこの 10 年ほどである。アメリカの例は良いとこ
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ろも、悪いところもお手本になり得るだろう。その分改善もしやすくなる。日本で 401k が普及

し始めた今、早め早めの対応策を取り、日本にあった日本独自の制度にしていく必要があるだろ

う。しかし、制度改正には、どのようなものであっても国民の不安が付きまとうものである。特

に社会保障のような生活に直接つながるようなジャンルでは、その影響が大きくなるだろう。そ

れだけに、制度改正の理由や、改正のポイント、それによって及ぶさまざまな影響だとかを、分

かりやすい説明で明確に伝え、国民に安心感を与える必要があるだろう。何よりもまず、国民の

信頼を得ることが、うまく制度を運ぶポイントとなるのである。 
 
 

図表 1 

 
（出所）社会保険庁「平成 14 年国民年金被保険者実態調査の結果（速報）」 
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図表 2 

 
保険料納付状況別の生命保険・個人年金の加入状況の推移 

（単位：%） 

納付者 
  合計

総数 完納者 一部納付者

未納者 申請免除者 学生納付

特例者 

総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ー 

加入 66.3 73.6 75.4 63.9 53.9 48.3 ー 

生命保険に加入 64.2 71.3 73.0 61.6 52.1 46.8 ー 

個人年金に加入 20.4 25.2 26.7 17.0 12.7 8.0 ー 

両方加入 18.2 22.8 24.3 14.7 11.0 6.5 ー 

非加入 24.5 17.9 16.3 26.6 34.3 42.1 ー 

平成 11 年調査 

不詳 9.2 8.5 8.3 9.5 11.8 9.6 ー 

総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

加入 65.2 74.5 76.6 65.5 54.7 52.2 34.9

生命保険に加入 63.1 72.0 74.1 63.5 52.7 50.6 34.4

個人年金に加入 17.0 22.6 24.5 14.4 11.0 7.5 1.8

両方加入 14.9 20.1 22.0 12.5 9.0 6.0 1.2

非加入 27.1 19.6 17.6 27.6 36.5 39.2 46.7

平成 14 年調査 

不詳 7.7 6.0 5.7 6.9 8.8 8.7 18.3

 
（出所）社会保険庁「平成 14 年国民年金被保険者実態調査の結果（速報）」 
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図表 3 

 
【保険料（率）の引上げ幅】  
    厚生年金 ： 平成 16 年 10 月より毎年 0.354%（本人 0.177%、事業主 0.177%）引上げ  
    国民年金 ： 平成 17 年 4 月より毎年 280 円（平成 16 年度価格）引上げ 

 
※ 厚生年金の保険料負担は、平均的な被用者（月収 36.0 万円（ボーナスは年 2 回合計で月収

3.6 ヶ月分））の場合、毎年、保険料率の引上げにより、月 650 円程度（ボーナス 1 回につき

1,150 円程度）保険料負担（被保険者分）が増加する。  

（出所）厚生労働省『厚生年金、国民年金の財政』 
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図表 4 
 

 

企業年金

国民年金

サラリーマン 公務員

共済年金

国民年金

自営業者など

国民年金

基金 
国民年金

国民年金 

401k 401k 

専業主婦など 

401k 

企業年金 厚生年金

国民年金厚生年金

国民年金 国民年金

基金 
国民年金

国民年金

401k 

401k が導入されると

または または

サラリーマン

自営業者など 

厚生年金

 
 
（出所）伊藤，p.72 より筆者作成。 

 
 

 21



経済政策研究 第 1 号（通巻第 1 号） 2005 年 3 月 
 

注 

                                                           
1 いわゆる益税とは、消費者が支払った消費税額で事業者の手元に残るものである。一般に、中小企業特

例措置や簡易課税を選択しうる業者で生じるといわれる（『経済辞典』第 4 版，有斐閣．三木義一『よくわ

かる税法入門』有斐閣，2001，p.168.）。 
2 住所不定者、永住在日外国人、在日韓国・朝鮮人などが国民年金の適用漏れとなる。 
3 ある事業所に常時使用される労働者として雇い入れられた者。『毎日勤労統計調査』『雇用動向調査』で

は、期間を決めずにまたは、1 ヶ月を超える期間を決めて雇われている者、及び日々雇われている者で前 2

ヶ月の各月に 18 日以上雇われた者、などをいう（『経済辞典』第 4 版，有斐閣）。 
4 年金給付の内容を先に設定し、これを前提として費用負担のあり方を決めていく方式 ⇔ 確定拠出年

金（『経済辞典』第 4 版，有斐閣）。確定給付型年金はDB型、確定拠出型年金はDC型と表される。 
5 個人年金に入る人が減り、生命保険業界にマイナスの影響を与えるため。 
6 現在あるいは過去において当該企業の株式の 5%以上を所有するもの、または、前年度に 80,000 ドル（こ

の限度額は毎年物価調整される）以上の報酬を得た者（渋谷・渡瀬・樋口，p.146）。 
7 自社株購入権（伊藤，p168） 
8 最高経営責任者（伊藤，p.165） 
9 国民年金基金は、47 都道府県それぞれにあり、「地域型国民年金基金」と、医師や個人タクシー運転手、

公認会計士など職業によってまとめる「職能型国民年金基金」がある。これらの連合体を「国民年金基金

連合会」という。連合会は効率的な資産運用をするために各基金の資産をまとめて運用し、また、年金の

支給も行う（伊藤，p.74）。 
10 労使の間で決める 401kを進める上での約束事。主な決め事は、①社員の誰を加入者とするか②掛け金は

いくらにするか③受給するときは年金か一時金か両方のミックスか④選択できる運用商品は何か⑤運用商

品の変更は何ヶ月に 1 回か⑥運営管理機関と資産管理機関はどこにするか⑦管理機関に支払う手数料はい

くらで、労使のどちらが負担するか、などだ。これらの内容を盛り込んだ規約が社員の過半数に承諾され

れば導入が本決まりとなり、厚生労働大臣の承認を得て制度がスタートする。 
11 金融機関やそのグループ会社、厚生年金基金などをいう（伊藤，p.83）。 
12 信託銀行、生保などのことをいう（伊藤，p.87）。 
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論文 

介護保険制度における在宅介護 
――「介護の社会化」とは ―― 

 

武藤 宏典 
 

はじめに 
 
 介護保険制度は 2000 年 4 月 1 日から施行されている。介護保険は，わが国では，医療保険，

年金保険，労災保険，雇用保険（失業保険），に続く 5 番目の社会保険制度となる。 
 従来，わが国の介護関連制度は福祉と医療の分野に分かれて別々に対応させてきた。介護保

険制度は，これを再編成するため，社会保険方式(注 1)を基盤にして，利用者本位に立った，誰

に対しても公平で利用しやすい介護サービスシステムの構築を目指すものである。これにより，

高齢社会の不安要因である介護問題に対し，どの地域に住んでいても，介護が必要になった時

に安心して生活することができる社会づくりを狙いとしている。  
 介護保険制度については，その検討が行われた 1990 年代半ばから，社会保険方式の是非はも

とより，保険者のあり方，被保険者の範囲，要介護認定の手続き，保険料水準，低所得者対策，

サービス基盤の整備，財源確保など，多くの論点が審議会，省庁，国会，マスコミ，地方行政

関係者，福祉・医療関係者，研究者などの間でさまざまな議論が行われた。 
 2000 年 4 月の施行から 2003 年の 3 年間で，被保険者は 6,600 万人。要介護認定を受けて要支

援・要介護と認定された人たちは 340 万人と，国民の 40 人に 1 人が介護が必要な人（要介護）

になった。利用される介護サービス量も制度導入前に比べて急増している。「要介護認定」や

「在宅サービス」，「特別養護老人ホーム」，「グループホーム」，「ケアマネジャー」，「福祉用

具」といった言葉が，一般に語られるようになってきた。介護保険は私たちの生活に定着して

きたといえる。 
 さらに介護保険制度は，措置制度(注 2)の見直し，利用者本位の利用システム，サービスの選

択，民間事業者の参入など，従来の老人福祉分野の介護制度を一変させるだけではなく，社会

福祉基礎構造改革の契機ともなった。また，医療保険制度をはじめ，他の社会保障制度の見直

しにも影響を及ぼしているほか，地方分権の試金石といわれ，市町村の広域行政の典型例とな

った。世界的に見て，ドイツに続く本格的な介護保険制度の創設は，内外の研究者の注目を集

め，隣国の韓国では介護保険制度の検討を始める契機になっている。わが国の社会保障の歴史

の中でも，新時代を画する制度であろう。  
 しかし介護保険制度の施行前から施行後に至っても様々な問題点に対する議論は消えない。

社会保険方式の是非，被保険者の範囲，低所得者対策，施設体系の見直し等，数々の議論の余

地が残されているのが現状である。本論はその中でも在宅介護の見直しについて考察していく。 
 介護保険法第 2 条第 4 項の規定に「保険給付の内容及び水準は，被保険者が要介護状態とな

った場合においても，可能な限り，その居宅において，その有する能力に応じて自立した日常

生活を営むことができるように配慮されなくてはならない」と規定されている。しかし，介護

保険制度が施行されて以来，在宅サービスの利用者は増加傾向にあるものの，それ以上に施設

サービス志向が顕著になっている現状にある(注 3)。こうした問題をどのように考えたらよいだ
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ろうか。本論では，まず介護保険制度の概要を論じ，問題点をあげ，在宅介護への提言を試み，

「介護の社会化」とは何か考察していく。 
 
 

第 1 節 介護保険制度の概要 
 
1 介護保険法の制定の背景 
 
 介護保険法の制定の背景としては，主として，①人口の高齢化の急速な進展による介護を必

要とする高齢者（要介護高齢者）の増大と介護リスクの一般化，②家族形態の変化や介護問題

を取り巻く状況の変化による家族介護の限界，③老人福祉制度や老人保険制度等の現行制度に

よる対応の限界，があげられる。 
 少子化傾向や長寿化の進展等により，わが国の人口高齢化は急速に進んでおり(注 4)，高齢化

が進んでいるといわれていた西欧諸国と比較しても，すでに高い水準となっている。日本社会

の人口高齢化の特徴は，高齢化のスピードが急速なことと，高齢化したときの水準が高いこと

である。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」（2002 年 1 月推計）によれ

ば，今後とも高齢化が進行し，2020 年には高齢化率 27.8％と，人口の 4 人に 1 人は 65 歳以上

の高齢者になり，高齢者人口は 3,460 万人という，世界でも最高水準の高齢社会を迎えること

が予想されている。当然，高齢者人口の増大とともに，介護を必要とする高齢者（要介護高齢

者）の数が急増していくものと見込まれている。 
 在宅の要介護高齢者は約 200 万人と，在宅で家族等により，身の回りの世話を受けて生活を

送っている高齢者は多い。しかし，家族による介護は「老老介護」，「遠距離介護」，「介護放棄」，

「介護虐待」，「介護離婚」(注５)といった言葉に象徴されるように，介護者にとって大きな負担

になっている。さらに，要介護状態の長期化や重度化等に対応するためには，専門的な技術を

もたない家族の介護よりも，専門的な介護技術が必要なのである。 
従来の制度では，老人福祉法に基づく老人福祉制度と老人保険制度に基づく老人医療分野で

高齢者介護問題に対応してきたが，それぞれ改善すべき種々の課題を抱えていた。 
老人福祉分野では，措置制度の利用の煩雑さや利用者がサービスの種類や提供期間を選択で

きないこと，福祉は低所得者が利用するものといった心理的な抵抗があり，一般には気軽に利

用しにくい制度となっていた。  
 老人医療分野では，医療の必要性がないにもかかわらず介護を必要とした一般病院への長期

入院（社会的入院）の存在や，生活環境等の面で長期療養する場としては施設環境が不十分等

の問題があった。さらに，福祉制度と医療制度との間で，利用者負担の水準や利用手続き上に

おいて，不均衡が存在していた。概して，医療分野のサービスの方が利用しやすく，定年退職

後の被雇用者等の一般の利用者にとっては利用者負担の水準も低いので，在宅福祉や施設福祉

サービスの量的不足傾向とあいまって，医療分野が実質的に介護サービスの担当部分を担うこ

ととなった。老人病院や老人保健施設の登場がその表れであった。一方で，長期入院や社会的

入院，医療費の増大等の要因となってきていた。 
 これら種々の要因が重なって，近年の世論調査では，老後の不安として，健康や介護にたい

して不安を感じる人々の割合が，常に上位を占める結果となってきている。 
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2 介護保険制度創設の意義 
 
 介護保険制度創設の意義として旧厚生省は，次の 4 点をあげている。 
 第 1 に，老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える仕組みを創設するという「介

護の社会化」，第 2 に，給付と負担の関係を明確にし，国民の理解を得られやすい仕組みである

「社会保険方式」の導入，第 3 に，現在の縦割りの制度を再編成し，利用者の選択により，民

間事業者も含めた多様な主体から保険医療サービス・福祉サービスを統合的に受けられる「利

用者本位のサービス利用システム」の創設，第 4 に，社会的入院解消の条件整備を図るととも

に，医療保険から介護部分を切り離して疾病の治療という本来の目的にふさわしいものとする

前提をつくるなどの「社会保障構造改革の第 1 歩」(注６)という 4 点である。 
 上の 4 点に加えて，増田雅暢は次の 4 点も意義に加えている(注７)。 
 第 1 に，介護保険制度では，高齢者自身も自立した被保険者として制度を支える側に位置付

けられている点であり，これは従来の社会保険制度にはみられない新しい仕組みである。保険

料負担に若年世代（第 2 号被保険者）から高齢世代（第 1 号被保険者）（注 8)への支援という世

代間支援と，高齢世代内の世代内連携との双方の考え方が組み込まれていることとなる。また

利用者負担についても，高齢世代も若年世代も，同じ 1 割の定額負担となっており，医療保険

制度及び老人保健制度と異なり，費用の面で世代間での差を設けていない。さらに，老齢退職

年金(注 9)から保険料を天引きするという年金制度を活用した新しい保険料徴収方法が創設され

ている。 
 このような社会保険制度における新しい視点からの試みの背景には「高齢者像」に対する新

しい見方がある。高齢者一人一人が，社会保障制度の給付対象であるばかりでなく，社会保障

制度を支える側に立つという考え方は，今後の少子高齢社会の中の社会保障制度の仕組みを考

えるうえでも重要な点である。 
 第 2 に，介護分野の市場の開拓・拡大である。利用者本位のサービスシステムの構築を図る

ためには，利用者が自由にサービスを選択できるように，サービスの供給量をニーズの増大に

合わせて拡大する必要がある。従来の制度では，老人福祉分野の介護サービスは，措置制度に

より供給されていたために，サービス主体が市町村か，市町村の委託を受けた社会福祉協議会

や社会福祉法人等の非営利団体に限定されていた。民間部門は，ホームヘルプ事業等の介護サ

ービスを実施することは可能であったが，利用者負担が無料に近い公的サービスに対して，そ

もそも価格面で競争することができなかった。この結果，サービスシステムは，行政機関等の

供給者中心の仕組みとなっていた。これに対して，介護保険制度では，一定の基準を満たすも

のであれば，同じ水準の介護報酬で評価されるので，民間部門の価格面の不利が解消され，サ

ービスの内容や質，利用のしやすさ等の面が中心となる。このように，介護保険制度では，在

宅サービスにおいて，事業者間の健全な競争によるサービスの質的向上を図ることとしている。 
 その狙いどおり，在宅の介護サービス分野に全国展開する企業が現れたほか，有料老人ホー

ム（特定施設入所者介護）やグループホームに対する一般企業の積極的な参入等，福祉サービ

スの提供主体の多元化が進んでいる。高失業率の現下の経済情勢において，介護分野が雇用拡

大の場としても期待されている。  
 第 3 に介護サービスに対する利用者の意識が変わるという点も大きい。従来，ホームヘルプ

等の在宅福祉や特別養護老人ホームへの入所利用者は，低所得者中心のイメージがあり，定年

退職後の被雇用者のように年金制度により一定の収入がある者にとっては，福祉サービスを受

けることに対しては，心理的な抵抗感があった。「福祉のお世話になる」という言葉がこうした
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イメージを表していた。介護保険制度では，要介護等の一定の要件に該当すれば，所得の多寡

や家族形態の相違を問わず，誰でも一律の負担で介護サービスを利用できる。サービスに対す

る利用意識が一般化すれば，利用者数や利用量は飛躍的に増加していくであろう。2000 年から

2003 年の 3 年間を振り返ってみれば，予想以上の介護サービスの利用の拡大がみられた。 
 第 4 に介護保険制度の導入による地方行政の活性化があげられる。介護保険の運営をはじめ

福祉行政に積極的に取り組む地方自治体の登場がみられ，サービス提供主体におけるボランテ

ィア団体や NPO 法人の参入，施設等に対する自主的な監視制度等，地域住民の活動も活発とな

っている。被保険者にサービス利用に対する権利意識が高まり，保険者である市町村に対する

要求も今後いっそう強まってくるであろう。こうした住民の介護保険制度に向ける期待にこた

えられるかどうか，地域の介護不安を解消できるかどうかは，保険者である市町村の努力にか

かっているため，介護保険制度は「地方分権の試金石」といわれている。逆にいうと，市町村

は，介護保険制度の運営を通じて，地域の特性や住民の要望に応じた介護システムを構築して

いくことが可能であり，それが，さまざまなスタイルの地域福祉社会の創造につながっていく

ことになりえる。 
 
3 介護保険制度の概要 
 
 介護保険の仕組みは，図表 1 のようになっている。 
① 介護保険制度の建て方 
 介護保険制度は他の社会保障とは独立した制度で，市町村を保険者とし，40 歳以上の居住者

を被保険者とする地域保険方式をとっている。 
② 保険者 
 保険者は，市町村及び特別区（東京 23 区）である。ただし，市町村（以下特別区を含む）保

険者に対して，保険者としての事務の実施や費用負担が軽減されるように，国，都道府県，医

療保険者，年金保険者等が重層的に支え合う仕組みとなっている。 
 さらに，複数市町村が共同で介護保険業務を実施する事務の広域化が奨励されている。 
③ 被保険者 
 被保険者は，市町村の区域内に住所を有する人（住民）のうち，40 歳以上の人全員である。

このうち，65 歳以上の人を第 1 号被保険者，40 歳以上 65 歳未満の人を第 2 号被保険者という。

（この 2 種の相違については図表 2 参照） 

 保険給付の範囲については，第 1 号被保険者の場合には，原因を問わず，要介護者（寝たき

りや痴呆等の状態）または要支援者（虚弱状態）になると，保険給付の受給権が生じる。一方，

第 2 号被保険者の場合には，初老期痴呆，脳血管障害等の老化に起因する 15 種の疾病（特定疾

病）による要介護の状態に限定されている。 
 これら以外の要介護状態の場合には，従来どおり障害者福祉施策で対応される。 
 保険料負担については，第 1 号被保険者の場合には，市町村保険者単位で保険料が算定され

る。第 2 号被保険者の場合は，それぞれ加入する医療保険のルールに基づいて設定され，医療

保険料と一括して徴収される。 
 賦課方法については，基本的に 5 段階の所得段階定額保険料として，所得水準に応じた保険

料設定としている。 
④ 保険給付の手続き 
 被保険者は，保険給付を受けるにあたっては，要介護状態または要支援状態に該当するかど
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うかの保険者による認定（要介護認定または要支援認定という）を受け，認定後，原則として

介護支援専門員（ケアマネージャー）に介護サービス計画（ケアプラン）を作成してもらい，

この計画に基づきサービスを利用する。 
⑤ 保険給付の内容と利用者負担 
 保険給付には，要介護者に対する介護給付，要支援者に対する予防給付と，市町村が独自に

条例で定める市町村特別給付の 3 種類がある。 
 保険給付のサービスは，在宅サービスと施設サービスとに 2 区分される。在宅サービスには，

訪問サービスとして訪問介護（ホームヘルプサービス），訪問入浴介護，訪問リハビリテーショ

ン及び居宅療養管理指導（医師，歯科医師等による訪問介護）の 5 種類，通所サービスとして

通所介護（デイサービス），通所リハビリテーション（デイケア）の 2 種類，短期入所サービス

として短期入所生活介護（特別養護老人ホーム等へのショートステイ），短期入所療養介護（老

人保健施設等へのショートステイ）の 2 種類，その他の入所系サービスとして痴呆対応型共同

生活介護（痴呆性老人のグループホーム）と特定施設入所者生活介護の 2 種類，さらに居宅介

護支援サービス，福祉用具貸与，福祉用具購入費の支給及び住宅改修費の支給という 4 種類，

計 15 種類のサービスがある。 
 施設サービスとしては，介護保険施設と総称される，介護老人福祉施設（特別養護老人施設），

介護老人保健施設（老人保健施設）及び介護療養型医療施設（療養型病床群等）の 3 種類があ

る。 
 利用者負担については，それぞれのサービスに設定された介護報酬に基づき，その費用の 1
割を負担する。施設サービスの場合には，1 割の定額負担に加えて，食事の標準負担や保険給

付対象外の日常生活費が自己負担となる。この自己負担が高額の負担にならないように，月額

の負担上限額を定めた高額介護サービス費の制度がある（月額 37,200 円が上限）。また低所得

者に配慮して，高額介護サービス費や食事の標準負担を一般利用者よりも低く設定している。 
⑥ サービス提供機関と介護報酬 
 保険給付は，原則として，都道府県知事の指定（老人保健施設の場合は許可）を受けた事業

者または施設からサービスを受けた場合に行われる。都道府県知事の指定は，事業者または施

設が法人格を有していること，旧厚生省令で定める人員基準や施設設備・運営基準を満たして

いることが要件となる（注 10）。 
 介護報酬とは，厚生労働大臣が定めるもので，保険給付の対象となる各種介護サービスの費

用の額の算定基準である。現物給付の場合，保険者から事業者等に直接支払いが行われるのは，

介護報酬の 9 割で，残りの１割が利用者負担として，利用者が直接事業者に対して支払う。 
⑦ 費用負担 
 介護保険制度の財源構成は，介護給付費のうち 50％を公費負担（国が 25％，各都道府県が

12.5％，各市町村 12.5％）としている。残りの 50％が保険料負担である。 
⑧ 不服申し立て 
 市町村が行う要介護認定の決定をはじめ，被保険者証の交付等の保険給付に関する処分や，

保険料の賦課徴収等に関する処分に不服がある者は，都道府県に設置される介護保険審査会に

審査請求し、不服申し立ての審理・裁決を受けることができる。介護保険審査会は，市町村代

表委員，被保険者代表委員及び公益代表委員の三者構成による第三者機関である。とくに，要

介護認定の処分に関する審査要求の処理の迅速化，中立化を図る観点から，公益委員のみによ

り構成される合議体において審理・裁決を行うこととされている。 
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図表 1 介護保険の仕組み 

 

（出所）厚生労働省ホームページ http://www1.mhlw.go.jp/topics/kaigo99_4/kaigo5.html 
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図表 2 第 1 号被保険者と第２号被保険者 
 

  第１号被保険者 第２号被保険者 

対象者 ６５歳以上の者 ４０歳以上６５歳未満の医療保険加 

入者 

受給権者 ・要介護者（寝たきり・痴呆）

・要支援者（虚弱） 

左のうち、初老期痴呆、脳血管障害 

等の老化に起因する疾病によるもの 

 

保険料負担 市町村が徴収 医療保険者が医療保険料として徴収 

し、納付金として一括して納付 

賦課・徴収

方法 

・所得段階別定額保険料  

（低所得者の負担軽減）  

・年金額一定額以上は年金天引

それ以外は普通徴収 

・健保：標準報酬×介護保険料率 

（事業主負担あり）  

・国保：所得割、均等割等に按分 

（国庫負担あり） 

（出所）平成 9 年高齢者介護対策本部全国厚生関係部局長会議資料 
 
 

第 2 節 現行の介護保険制度の問題点と改革案 
 
1 現行の介護保険制度の問題点 
 
 介護保険制度はその政策過程から，保険者の在り方，被保険者の範囲，障害者福祉との関係，

介護保険給付の内容，介護手当の創設をめぐる家族介護の評価の問題など，さまざまな論点が

あった。これらの論点は，新たな社会保険制度をスタートさせるために調整や関係者間の合意

形成を図られたものもあれば，将来への課題として残されたものもあった。    
 介護保険制度は，施行後 5 年を目途とした法制度全般の見直しを盛り込んでおり，制度の見

直しは，施行以来常に論点になってきた。本節では，「介護の社会化」を考えるなかで重要だと

思われる在宅介護以外の問題点に触れていきたい。 
① 被保険者の範囲 
 被保険者の範囲を 40 歳以下の世代にまで拡大するか否かというテーマは，今回の見直しに当

たっての重要課題であり，政策過程における主要な論点のひとつであった。 
 被保険者の範囲を 40 歳以上と政策決定をした旧厚生省は，その理由として以下の 2 つをあげ

ている。第 1 に，介護保険が対象とする老化に伴う介護ニーズは，高齢期のみならず，40 歳以

上の中高年期においても生じる可能性があること，第 2 に，40 歳以降になると，一般的に老親

の介護が必要となり，家族という立場から介護保険制度による社会的支援という利益を受ける

可能性が高まること。さらに高齢者介護対策本部事務局内では，第 3 の理由として，高齢期の

介護問題から年齢が離れている 20～30 歳台からは保険料徴収の理解を得ることが困難であり，

保険料の未納問題につながるおそれがあるという認識があった。第 1 の理由については介護保

険制度の保険給付の範囲が「加齢に伴う要介護状態（要支援状態も含む）」に限定されているこ

とと関係している。 
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 一方，20 歳以上とする案の理由は，第 1 に，社会全体で支えるという観点からは，なるべく

若い世代まで拡大することが適当であること。第 2 に，被保険者の範囲を拡大することにより，

1 人あたりの保険料負担が軽減すること。第 3 に，本来，介護サービスの必要性は年齢を問わ

ないものであること，といった理由があった。第 1 の理由については，介護保険制度として 20
歳という年齢にどのような意味があるのか，保険制度として適当なのか，という問題が出てく

る。第 3 の理由については，「加齢に伴う要介護状態（要支援状態も含む）」という限定を付け

ることにより，これ以外の要介護状態（要支援状態も含む）についてはそもそも対象外として

しまった。 
 第 2 の理由については，現行の制度のままだと，20 歳～40 歳未満の者に保険給付がないまま

保険料負担を求めることとなる。 
 この保険給付がないまま保険料負担を求めることは，保険料未納・滞納の問題が起こる可能

性が出てくる。しかし，第 2 号被保険者は保険料負担があるに関わらず，保険給付の適用範囲

を，特定疾病に起因する要介護状態（要支援状態も含む）に限定されている。この問題は，現

役世代から高齢世代へという一方通行の負担と捉えられ，現役世代の負担感や不満につながる

恐れがあるとされる。 
② 若年障害者の介護保険適用問題 
 今回の見直しにあたって，最大の課題のひとつが若年障害者（65 歳未満の者）に対する介護

保険の適用問題である。この問題は，関係者間の認識の違いや，サービス類型の確立の困難，

現行施策との調整，などの問題で結論が先延ばしとなっていた。 
 しかし，介護保険法の制定以後，障害者福祉において大きな変化があった。支援費制度の導

入である。介護保険制度の成立等を契機に，社会福祉制度全般を見直す社会福祉基礎構造改革

の検討が進められ，2000 年 4 月に社会福祉事業法をはじめ身体障害者福祉法，知的障害者福祉

法等の一部改正が行われた。これにより，2003 年度から，障害者福祉分野において，措置制度

に代わり支援費制度というサービス利用制度が導入されることとなった。 
 厚生労働省は，支援費制度を「ノーマライゼーションの理念を実現するため，これまで，行

政が「行政処分」として障害者サービスを決定してきた「措置制度」を改め，障害者がサービ

スを選択し，サービスの利用者とサービスを提供する施設・事業者とが対等の関係に立って，

契約に基づきサービスを利用するという新たな制度（「支援費制度」）とするものである。支援

費制度の下では，障害者がサービスを選択することができ，障害者の自己決定が尊重されると

ともに，利用者と施設・事業者が直接かつ対等の関係に立つことにより，利用者本位のサービ

スが提供されるようになることが期待される。」と位置づけている。 
 支援費制度は社会保険方式ではないが，利用者本位の考え方や，サービス利用者とサービス

提供機関との間の契約関係を前提とすることなど，介護保険制度の理念と類似している点が多

い。支援費制度は，介護保険制度とは別の制度としてスタートしているが，両者の関係をどの

ように整理することが障害者福祉にとって望ましいのか，ということが課題として出てくるで

あろう。 
③ 介護サービスの質の向上と介護予防の充実 
 この問題に対して，増田雅暢は次のような問題提起をしている。「介護保険制度は，介護サー

ビスの一般化や利用拡大を通じて，サービスの質の向上に対する関心を高めることに貢献した。

政策面においても介護サービスの質の向上にむけた取り組みが講じられた。たとえば，痴呆介

護の充実，身体介護ゼロ作戦の推進，介護サービスの評価の検討，特別養護老人ホームの全室

個室・ユニットケアの推進，ケアマネジメントの質の向上(注 11)といった施策が講じられた。し
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かしながら，法制面からみると，こうしたサービスの質の向上に関する取り組みの根拠となる

規定はなく，法制度の運用の一環として行われている。（中略）介護保険法は，法律上の構成・

内容としてはこれまでの社会保険各法のものを引き継いでいるが，法制度の全般的な見直しの

機会に，社会福祉法の規定に見られるようなサービスの質の向上に関する事業者の責務，利用

者の利益の保護，苦情解決の仕組み等について，法律上の規定を明確にすることが望ましいも

のと考えられる(注 12)。」 
 これは介護保険法が，社会保険関係の法律であり，先行する国民健康保険法や健康保険法の

構成を参考にして作成されたことに関係する。保険給付の手続きや内容，財源負担，保険料の

賦課・徴収等の規定は詳細である一方，サービス内容やサービスの提供・利用の当事者に関す

る事項に関する法律上の規定が少ないことが影響している。 
 介護予防については現在，介護予防事業として，転倒骨折予防教室，痴呆予防・介護事業と

いった事業が展開している。要介護状態にならないようにする介護予防や，要介護状態の程度

を改善するための事業が重要であり，それは高齢者本人や家族にとって望ましいことであるし，

保険財政にとっても望ましいことである。介護保険制度では，要介護者に対する保険給付の名

称は「介護給付」であるが，要支援者に対する保険給付の名称は「予防給付」である。したが

って，要支援者に対するケアプラン作成にあたっては介護予防という視点が重要である。さら

に，増田雅暢は施設サービスにおける介護報酬の中に，要介護度が改善した場合にそれを評価

する仕組みを組み込む工夫が必要であろうとしている。 
④ 低所得者対策 
 介護保険の総費用はサービス利用の拡大に伴い，増加している。それに伴い，被保険者 
の保険料負担は増大していく。第１号被保険者の保険料は全国平均ベースで 2000～2002 年度の

3 年間の月額 2,911 円と比較して，2003～2005 年度の 3 年間は月額 3,293 円（＋13.1％）に増加

している（注 13）。利用者負担も 1 割負担であるが，在宅サービス利用の場合にはサービス量に

比例して利用者負担額の総額も増額する。高齢者の場合，収入の多くを公的年金に依存してい

ることから，低年金額となっている人，あるいは無年金者のような低所得者にとっては，保険

料負担や利用者負担を重く感じるであろう。 
 制度上の低所得者対策としては，保険料負担面では，第 1 号保険料における所得段階別定額

保険料制，利用者負担面では低所得者に対する高齢介護サービス費水準の定額設定や介護保険

施設におけるにおける食費負担の軽減等がある。また，生活保護制度において介護扶助制度が

創設されている。制度当初からの仕組みに加えて，地方自治体が独自に保険料減免制度を設け

たり，社会福祉法人による利用料の減免等の措置も行われている。 
 しかしながら，一方で収入が少なく，保険料負担や利用料負担が困難である高齢者が存在す

ることも事実である。 
⑤ 地域格差 
 介護保険制度の地域格差として，まず考えられるのは，保険料に関する格差である。保険料

は要介護認定者の人数やサービス供給力について，市町村が実施する実態調査をもとに，市町

村が独自に金額を算出する。つまり，高齢者人口の多い地域，介護保険施設を数多く建設した

地域，独自の介護サービスを行い地域のサービス基準が高い地域等では，それだけ保険料は上

がるということになる。 
 また逆に，市町村の介護サービスを受ける際の格差もある。介護保険は要介護認定を受ける

と支給限度基準額という，どの程度まで介護サービスを受けることができるか，給付限度を金

額で示したものが決定される。例えば，要介護度 5 の人の支給限度基準額は，月額 35 万 8300
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円であり，これを超えたサービスを利用しようとすれば，全額自己負担となる。したがって，

支給限度基準額の範囲内でいかに効率よくサービスを利用するかが，ケアプラン策定の大きな

ポイントであり，介護を必要とする高齢者にとって支給限度基準額は，文字どおり介護保険制

度の基準になるのである。この支給限度基準額について地域格差があるのだ。厚生労働省が定

めた支給限度基準額は，必ず満たされなくてはならない最低基準だが，市町村によっては必要

量を提供できないところがあるからである。介護保険制度ではこの点を，基準を満たすまでの

一定期間だけ，支給限度基準額を下回る額を，市町村独自の基準にすることができるようにな

っている。この減額には，もちろん下限額が設定されており，支給限度基準額の 2 分の 1 とし

ている。しかし，もとになる金額が何十万円単位であり，こうした市町村に居住する高齢者に

とっては，深刻な問題だといえるだろう。地域格差は，その他にも，要介護認定の際に要介護

度に差がでること等が指摘されている。 
 中井清美は，介護保険制度が全国一律のものにならず，市町村によって大きな地域格差が生

じる要因として，次のような事柄をあげている。市町村の財政事情，高齢者人口や住民の意識

といった地域性，市町村の介護サービスの取り組み等である(注 14)。 
 簡単に介護保険制度の地域格差を言うと，介護保険制度に積極的な市町村に住んでいる人と，

消極的な市町村に住んでいる人とでは，同じだけの介護サービスを必要としていたとしても，

受けられるサービスがまったく違うということである。 
⑥ 介護認定基準 
 要介護・要支援認定は，申請のあった被保険者が介護保険の給付を受ける用件を満たしてい

るかどうか，またどの程度の介護や支援を必要としているかを認定するものであり，「全国一律

の客観的な基準」を用いて保険者である市町村が行う。認定は，訪問調査の結果と主治医（か

かりつけの医者）の意見に基づいて，市町村が設ける介護認定審査会（保険・医療・福祉に関

する学識経験者の合議体）で行われるのだが，訪問調査結果のコンピュータによる一次判定に

ついてのさまざまな疑問が各地で出され，特に痴呆性老人の認定結果が低く出すぎるという指

摘が多い。その他，介護認定審査会による二次判定方式の改善など，認定方法について一層の

改善が必要とされている。 
 
 以上 6 つの問題点を簡単に見てきたが，この他にも，社会保険方式の意義，施設体系の見直

し，年金制度や医療保険制度も含めた社会保障制度全体の統合の問題等，介護保険制度が抱え

る問題点はさまざまな分野に広がる。 
 
2 介護保険制度の見直しに関する意見 
 
 社会保障審議会介護保険部会は 2004 年 7 月に『介護保険制度の見直しに関する意見』を報告

した。これは，介護保険法附則第 2 条の規定を踏まえ，介護保険制度全般に関して検討を行う

ため，2003 年 5 月以来 16 回にわたって審議を行ってきたものである。 
 この『介護保険制度の見直しに関する意見』は，(i)制度見直しの基本的な考え方，(ii)制度見

直しの具体的内容，(iii)被保険者・受給者の範囲について，の 3 つから成り立っている。 
(i)制度見直しの基本的な考え方では，以下の 3 つの論点を中心に，制度見直しの方向性につ

いて検討を行っている。3 つの論点とは，制度創設時の「基本理念」を踏まえた 4 年間の施行

状況の検証，「将来展望」に基づく新たな課題への対応，被保険者・受給者の範囲など「制度創

設時からの課題」についての検討，の 3 つである。これらの論点を検討するに際して，基本的
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視点として，（1）制度の「持続可能性」，（2）「明るく活力ある超高齢社会の」の構築，（3）社

会保障の総合化，をあげている。これら 3 つの基本的視点には，給付の効率化・重点化，予防

重視型システムへの転換，経済活性化等が含まれている。 
 4 年間の施行状況を検証し明らかになった課題として，サービスの質の向上，在宅支援の強

化，利用者負担の見直し，地方分権の推進等をあげ，今後の新たな課題としては，高齢者人口

増大に伴う予防モデルの確立，痴呆ケアへ重点の移行，地域ケア体制の整備等を考えている。 
 (ii) 制度見直しの具体的内容では，(i)での基本的な考え方を踏まえ，給付の効率化・重点化，

新たなサービス体系の確立，サービスの質の確保・向上，負担の在り方の見直し，制度運営の

見直しの 5 つの観点について，具体的内容に触れている。また，制度見直しにおいては，準備

期間や実行方法・プロセスの違いから大きく 2 つの項目に区別して，施行スケジュールを検討

する必要があるとしている。2 つの項目とは，地域の基盤や実施体制の整備に一定の準備期間

を要する項目と，サービスの適正化や保険財政の健全化の観点からできる限り速やかに実施す

べき項目の 2 つである。 
 (iii)被保険者・受給者の範囲についてでは，問題の所在を，対象年齢を引き下げるかどうかに

置き，介護保険制度との関わり，障害者施策との関わりへの影響を論じている。またこの問題

は積極的な考えと慎重な考えに分かれ，一定の結論を得るには至らなかったため，今後も議論

を進めていくことになった。 
 ただ，こうした見直しの意見も，まだまだ問題の一面でしかなく，国民的な議論をさらに深

めることが重要だと感じる。特に被保険者・受給者の問題は高齢者だけの問題ではなく，20～
65 歳未満の若年世代にも関わる大きな問題である。また介護保険制度が，年金制度や医療保障

制度をも含めた社会保障制度全体の統合の問題を含んでいる以上，これまで以上の議論や啓発

活動が重要になってくると考える。 
 
 

第 3 節 介護保険制度下での在宅介護の問題点 
 

1 施設介護サービス利用の増加 
 
 介護保険制度は，従来の老人福祉施策ではなかなか進展しなかった在宅介護を充実させるこ

とを目標としている。介護保険法第 2 条第 4 項「保険給付の内容及び水準は，被保険者が要介

護状態となった場合においても，可能な限り，その居宅において，その有する能力に応じて自

立した日常生活を営むことができるように配慮されなくてはならない」と規定されており，「在

宅介護の重視」は介護保険制度の基本的目標のひとつである。 
 しかし，実際は，措置制度時代よりも介護保険制度下の方が，施設への入所待ちの高齢者の

数が増えている。なぜ，介護保険制度の導入が施設入所希望に拍車をかけてしまったのだろう

か。その理由としては，①施設入所の手続きが簡便になったこと，②施設と在宅の費用負担に

アンバランスがあり，③在宅における家族の介護負担が重いこと，④在宅生活を支える仕組み

が不十分であること，があげられる。厚生労働省は施設と在宅の費用負担のアンバランス(注 15)

を施設志向の理由とし，在宅と施設の利用者負担の不均衡の是正，在宅支援体制の強化（重度

者の対応，介護と医療の連携等），施設入所者の対象の重点化を課題としてあげている。 
 また高齢者医療においては「保険・医療・福祉の連携と統合」がキーワードとなり，介護保

険制度においても基本的目標となっている。二木立は，わが国の高齢者は医療への依存心が高
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いため，医療・福祉サービスを一体的に提供する動きは，介護保険の主たる給付対象となって

いる要介護者の多くがすでに医療機関の管理を受けているわが国において，施設介護サービス

利用の大きな後押しになるであろうとしている(注 1６)。 

 
2 家族介護の評価 
 
 現行の介護保険制度下では，在宅介護は 1 日の多くを家族等の介護者が介護を行うことが依

然として多い。これは，介護保険制度による介護サービスの利用が拡大しても，家族介護者の

介護時間や介護負担を減少させていないことを示している。この問題の解決は在宅介護を推進

させる大きな契機になりうるだろう。筆者は第 4 節で論じるように，介護手当等の支給を通じ

て家族等の介護者による介護労働を社会的に認めることによって，在宅介護を支援する方法が

適当ではないかと考える。このことは，ひいては「介護の社会化」にも大きく寄与するであろ

う。 
 

第 4 節 在宅介護への提言 
 
1 介護手当の制度化 
 
 日本とドイツの介護保険制度を比較すると，一見似ているようであるが，具体的な内容を見

ると差異が多い。もっとも大きな相違のひとつが，保険給付の中の介護手当の有無である。ド

イツでは介護手当は介護保険給付として導入され，導入後も主要な保険給付として積極的に利

用されている。 
 一般に介護手当というと，高齢者などが，病気や事故等の原因で寝たきりの状態や痴呆症状

になって在宅で介護を受ける場合に，要介護者本人か家族に対して行政機関から支給される現

金，と定義される。しかし，一口に介護手当といっても，その意義，目的，給付水準，給付方

法等いろいろなバリエーションがある。 
 増田雅暢は介護手当は，誰に給付するか，どのような目的で給付するのかということによっ

て，制度設計に大きな違いが生じるとしている（注 17）。 
 図表 3 を参照しながら，こうした点について見ていきたい。まず，誰に給付するのかといと

いう受給対象者であるが，要介護者自身に給付する場合と，介護者に給付する場合とに分かれ

る。受給対象者の違いによって介護手当の目的も異なってくる。 
 このように受給対象者と目的を区別してみると，介護手当の支給水準についても高低の目安

がつく。水準が低く設定されそうなものとしては，①要介護本人への慰謝・激励及び⑤介護者

に対する慰労・激励だろう。逆に最も高い水準となりそうなのが，⑧介護に伴う逸失利益（機

会費用）の補填である。 
 このように介護手当の設計について，受給対象者，目的，給付水準について検討していくと，

現金給付によくある「ばらまき福祉」といった批判には，制度の仕組みさえ工夫すれば，防止

することは十分可能である。 
 実際に介護費用に使われず，遊興費に使われるのではないか，といった疑問にも，介護手当

を家族等の介護労働に対する対価として位置づけるならば，通常の所得同様，多様な使い道が

あって当然であると答えることが可能である。    
 介護手当は他にも，①保険給付の選択の幅が広がる，②家族や友人・知人，地域のボランテ
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ィアといった，日頃からよく知った介護者といった点で，利用者に安心感をもたらすこと，③

現在，介護保険料の負担は生じているのに，「家族介護者がいるので介護サービスは不要」等の

理由で介護サービスを利用していない被保険者の社会保険制度に対する共同連帯の意識の強化，

④「無償労働」として位置づけられていた家庭内労働を社会的に評価すること，⑤介護手当支

給額が，新たな物品の購入等を通じて社会全体の財の生産活動に寄与することになる，⑥何よ

りも在宅生活を支える大きな手段になること等に大きく寄与すること，などの意義がある。 
 こうした介護手当の制度化により，介護保険は，一定の要件に該当すれば誰でも保険給付を

利用できるという，さらに身近な社会保険制度になる。 
 
 

図表 3 介護手当の類型 
 

 

（出所）『介護保険見直しの争点－政策過程からみえる今後の課題－』P.162. 

 
 
 
2 介護手当の例 
 
 すでに介護手当を制度化しているドイツ，スウェーデンではどのような形で行われているの

か，具体的に見ていきたい。  
 要介護者に対する介護手当では，ドイツの介護保険制度における介護手当がある。ドイツに

おける介護保険制度は 1994 年に介護保険法が制定され，段階的に施行されてきた。95 年から

在宅給付に関して保険料の徴収が開始され，95 年から在宅介護関係，96 年から施設介護関係の

保険給付が開始された。 
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 介護保険法の一般原則には，保険給付に関する自己決定と自己責任の原則，在宅介護優先の

原則，予防・リハビリテーション優先の原則，介護保障の責任に関する連邦・州，保険者，介

護提供事業者の共同責任原則，およびそれぞれの個別責任がある。介護提供事業者にはさらに，

その多様性の確保のため自主性・独立性を保障されており，介護サービスの提供に関しては民

間経営者が優先し，公共経営主体は補助的役割を担うものとされている。 
 要介護者の介護等級は，介護等級 I（かなりの要介護者），介護等級 II（重度要介護者），介護

等級 III（最重度要介護者）の 3 つである。介護保険では，在宅介護の場合の給付を最優先し，

つぎにデイケアやショートステイなどの部分的な施設介護，最後に入所介護施設での介護を位

置づけている。在宅介護の場合の基本的な保険給付は，介護等級 I が月額 750 マルクまでのサ

ービスの現物給付（基本介護と家事援助）または月額 400 マルクまでの現金給付，介護等級 II
が月額 1,800 マルクまでの現物給付または月額 800 マルクまでの現金給付，介護等級 III が月額

2,800 マルクまで（終末介護のように，要介護状態が特に厳しい状況にあるときは，3,750 マル

クまで）の現物給付または 1,300 マルクまでの現金給付である。要介護者は，現物給付と現金

給付を組み合わせて支給請求することもでき，たとえば，現物給付の 6 割を使い，現金給付の

なかの 4 割分の額が支給されるといった具合である。その他に，介護補助器具（消耗品・消耗

品以外）や 1 改造につき 5,000 マルクまでの住宅改造補助の請求することができる。また，在

宅介護では十分な介護が保障されない場合には，介護等級に応じた，部分施設介護（デイケア

やショートステイなど）が請求できる。  
 介護者に対する給付としても，法定年金保険の保険料の軽減，介護家族やボランティアに対

しての法定災害保険の保護がある。また，介護に従事していた者が所得活動に戻ろうとする場

合には，扶養手当を受けながら全日制の職業教育を受けたり，公的な職業紹介・斡旋をうけた

りすることができる。これらは，家族やボランティアの無償の介護が，有償労働と同様の社会

的価値を有するものと評価されたものであり，ドイツで最も評価された点でもある。 
 介護者に対する介護手当はスウェーデンにおいても制度化されている。近親者介護手当・有

給休暇制度，家族ヘルパー等がある。近親者介護手当は，死のリスクのともなう重病人の介護

にあたる家族ならびに友人などの近親者に，1 人の病人につき最高 60 日間給付され（病人，介

護人ともに国民保険加入者でなければならない），数人が順番に介護することが可能である。1
人の介護者の年間給付は 45 日間で，介護の場所は家庭に限らず，国内であれば病院などの施設

でも受けられる。 
 スウェーデンではコミューンという，日本の市町村に相当する地方自治体が全国に 288 ある。

平均的なコミューンの人口は，約 3 万人である。最も大きなコミューンはストックホルムで人

口約 80 万人で，規模の大きさからさらに 24 の自治区に分かれている。コミューンが担当する

主な事業は，社会福祉サービス，学校教育（基礎学校・高等学校），成人教育，居住環境の維

持・整備（住宅供給，環境規制，土地利用計画，電気・暖房の供給，上下水道，ゴミ処理，地

域交通，その他）と地方労働市場対策である。家族などが高齢者を介護する場合，このコミュ

ーンから介護手当を貰うか，家族ヘルパーとしてコミューンに認定・雇用され，その労働に応

じて報酬を受けることができる。 
 こうしたスウェーデンの制度の背景には，高齢者の人格尊重，自己決定がある。同じ介護保

険制度でもドイツ，日本とは，また違ったものである。自分の住み慣れた地域でできる限り長

く住み続けるための援助，ノーマライゼーションが高齢者行政の原則として考えられているこ

とも影響していると考えることができよう。 
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 ドイツ，スウェーデンの他の例には，フランスの介護特別給付制度（PSD）があげられる。

この制度は 1998 年に施行された 60 歳以上の要介護者（重度のみを対象）の介護費用に関し、

給付を行う制度である。2002 年には高齢者自助給付制度（APA）が施行され，中程度の要介護

者も支給対象とすること，所得による給付制限の撤廃（ただし、所得に応じた自己負担（0～
80％）あり），といった点が介護特別給付制度（PSD）と比較し，改善されている。 
 
3 施設介護との関係 
 
 在宅介護を考える上で重要なことに施設介護との関係もある。ただ単に，施設をなくせばよ

いというものではない。介護保険制度の掲げた在宅の推進という目標は，施設よりも在宅の方

が満足度が高いとういう視点であったが，在宅における家族介護には，介護が担えなくなった

時に施設という選択肢があるこという安心感も必要である。佐藤義夫は，そうした安心感をつ

くりだすためにも，どこまで在宅でどこからが施設といった線引きが必要であるとし，在宅介

護と施設介護の問題は，施設か在宅かの二者択一の問題ではなく，相互補完的なシステムとい

う点から考えなくてはならないとしている。あまりに強い在宅志向は，かえって施設か在宅か

という二元論になり，介護システムを硬直化させる可能性があるという(注 18)。 
 また，坂本忠次は，「介護の社会化」のためには，施設サービスへの移行や居宅サービスの利

用の推進という方策だけでは不十分であると指摘している。そのための介護プロセスとして，

「施設入所は家族や地域生活との終焉を意味するものではなく，施設は，家族介護等の在宅介

護や地域資源を，日常的に活用していくべきである。（中略）施設自体も施設入居者も地域を構

成する一員であることを介護サービスの提供の中で真剣に考えていくことが求められている(注

19)」としている。 
 介護保険の施設としては 3 つあり，介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護療養型医療

施設(注 20)である。この 3 つの施設体系のあり方も見直しのテーマになっており，法律附則では

第 4 条の規定により，事業者及び施設に関する規定の見直しは「施行後 10 年が経過した場合」

とされている。増田雅暢は，施設の機能分担の明確化や今後の機能強化のための方策等の検討

が必要であるとして，介護保険 3 施設については，将来的に，日常生活を送りつつ身体介護サ

ービスを受ける生活介護型と，医療的な対応が多い身体介護サービスが中心である医療型に 2
分することが適当であるとしている。例えば，老人保険施設に対しては在宅復帰のためのリハ

ビリテーションの強化，死亡退所が多い特別養護老人ホームには終末ケア体制の確立，などを

提案している(注２１)。 
 以上のような，施設サービスと在宅サービスとの，係わり方の考えや方策は「介護の社会

化」を考えていくなかで非常に重要なことだと思われる。 
 
 

結 論 
 

1 ノーマライゼーションという考え方 
 
 「介護の社会化」とは，介護を社会的に支えることである。とくに家族介護力を予定しない

ですむ在宅介護サービスの量の充足を中心とした社会的介護の拡充や介護家族の生活への理解

や共感，自立した生活が重視されている。具体的には，バリアフリー住宅等の住環境整備，介

 39



経済政策研究 第 1 号（通巻第 1 号） 2005 年 3 月 

護機器の開発と普及，介護手当・介護休業制度等の労働，経済保障，専門的マンパワーの確保，

社会的サービスへのアクセス，などがあげられる。以上のような介護に関する意識や社会的変

革が必要になってくるのだが，こうした意識，社会的変革への啓発の方法としてノーマライゼ

ーションという考え方があると筆者は考える。 
 ノーマライゼーションの概念は，1959 年のデンマークの精神遅滞法で「精神遅滞者の生活を

可能なかぎり通常の生活に近づけるようにする」ことであるとした定義に始まったものである。

その後，この思想の提唱者の一人であるＮ･Ｅ･バンク�ミッケルセンによって「精神遅滞者の

住居，教育，仕事，そして余暇の条件を通常にすること」といったような具体的な定義がなさ

れた。このように，もともと知的障害者の運動から始まったものであるが，その後 1981 年の国

際障害者年を契機に，福祉政策の理念として普遍化し，世界的に普及した。その理念とは，い

かなる人も一人の人間として人格が尊重され，一般の人々と対等で主体的な生活と参加を地域

社会のなかで保障しようとする人権・平等思想の一つで，より実践的な理念でもある。 
 ノーマライゼーションの目的は，誰もが共に生きる社会を実現しようとすることであり，高

齢者福祉の場合，年をとったからといって，介護が必要になったからといって，社会のなかで

役割を失うことなく生きていくことであると考える。日本は 2020 年頃，世界で最も高齢化が進

んだ国になるだろうと予想されており，日本の高齢化への対応に世界中の注目が集まることに

なるであろう。こうした社会の情勢にあわせノーマライゼーションを進めていかなくてはなら

ないと考えられる。 
 
2 「介護の社会化」とは 
 
 今後，さらに少子高齢化が進むことによって，要介護者の人数が増え，介護者の人数が減る

ことは明らかである。昔のように家族だけによる介護には限界がある。高齢化による終わりの

見えない介護の長期化，そして重度化が介護者の心身の疲労やストレスとなり家族介護の限界

を超えて大きな問題となっている。こうした問題に対処するため，各家庭にあった介護の形を

見つける必要がある。そのためには，「介護の社会化」という概念が重要である。家族でみきれ

なくなった要介護者を社会全体で，協力してみていく体制が必要となる。介護保険制度は，こ

うした動きの中，公的サービスを利用することによって，より質の高い介護につなげるための

制度である。 
 高齢者の多くが住み慣れた地域で家族とともに生活を送りたいと思っているが，さまざまな

事情で在宅介護を受けることが困難である場合が存在する。在宅介護への介護手当の支給は，

日本においては，現金給付は女性を介護に縛りつける，公的介護サービスの普及を阻害すると

いった情緒的にもみられる理由から見送られた。しかし，筆者は，上記に論じたように，在宅

介護における現金給付を含む介護手当の制度化は必要であると考える。重要なのは，多様化す

る高齢者の状況に介護サービスも多様化してくことであると考えるからだ。 
 現金給付が導入されれば介護保険料が値上がりし，国民の支持は得られず，保険料未納者が

激増するといった見方もある。しかし，それは家族介護が限界を超えたためにできた，社会全

体で介護を担う介護保険制度の理念を放棄した捉え方ではないのか。介護保険制度とは「誰が

介護を担うのか」という基本的な問いかけに，家族ではなく社会全体で，と答えたものではな

かろうか。家族による介護は，介護保険制度を利用しても軽減されるというぐらいが実態に近

い。家族による介護は，まだどうしても必要なのだが，家族の身体的，精神的負担を，地域で

の助け合いやボランティア活動など社会全体で支えてはいけないだろうか。介護者が介護に疲
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れたら，誰にはばかることなく休養がとれる。後ろめたさを感じずに，ショートステイなどを

利用する。こういった価値観や制度が社会になじむことになれば，介護の負担ゆえの無理心中

や介護者による虐待などは減少するであろう。 
 しかし，まだ「介護の社会化」に信条面で反対という人々はいる。そこでは，高齢者の介護

を社会で支えるよりも，「子が親をみる」という美風を重視した考え方が存在している。子が親

のめんどうをみることは，もちろん美しいことであるが，それだけが美しいことではない。現

在の家族のかたちは多様なものであり，家族をつくらない生き方もあれば，家族と暮らさない

ことを選択する場合もある。人それぞれが選んだ暮らし方を，認めなくてはならないはずだ。

子が親をみる場合においても，岡本祐三は「自らの生存が，子どもの生活や自己実現の犠牲の

うえに成り立つ状態とは，人間の「尊厳」あるいは「誇り」とはほど遠いものではないだろう

か(注 22)」としている。「子が親をみる」美風だけでなく，自立した高齢者を支え，それぞれが

自立した生活を営むべきである。そのための理念として「介護の社会化」が必要なのである。 
 現在は，本格的な少子高齢社会への過渡期にしかすぎない。家族介護の存在しない時代はや

って来るのである。いやおうなく自立意識を求められるのだ。心身の状態が生活の障害になろ

うとも，どういう生活を選ぶかの意思決定はできる。その意思決定を実現するために，必要な

サービスを利用するのが「介護の社会化」なのである。こうした自立による社会参加の可能性

は，これからの高齢社会における一つの「豊かさ」のモデルとして示すことができるのではな

かろうか。 
 
 
注 

 

（注 1）社会保険方式…被保険者の加入を強制とし（強制加入原則），保険料は所得比例拠出が一般的で

あり（応能負担），使用者にも負担させること（労使折半負担が原則），給付を受ける条件として一定期間

以上の保険料拠出を行うこと（給付対反対給付の原則）などである。 

 

（注 2）措置制度…行政機関である市町村が，措置権者として，公費（租税）を財源にして，法に基づく

要件に該当すると判断する人を対象に，必要な福祉サービスの内容を決定し，提供するという行政処分と

しての措置を行う仕組み。 

 

（注 3）介護保険事業状況報告（平成 16 年 1 月暫定版）によると，在宅サービスの利用者は 221.1 万人

（利用者全体の約 58.7％），施設サービスの利用者は 73.4 万人（同約 19.5％）であるが介護給付費では，

在宅サービスは 1,978 億円（47％）であるのに対し，施設サービスは 2,223 億円（53％）となっている。 

 

（注 4）総務省統計局によれば，2003 年 10 月 1 日現在では，高齢化率 19.0％，65 歳以上人口 2,431 万人

となっている。 

 

（注 5）「老老介護」…高齢者が高齢者を介護すること。 

   「遠距離介護」…仕事などのために都会に住む子供が，郷里にいる親の介護のため        

           に，飛行機や電車，車を使いながら定期的に通いながら介護を行   

           うこと。 

   「介護放棄」…介護者である家族がストレスや精神的・経済的負担から，要介護者  
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          の介護を放棄すること。 

   「介護虐待」…介護者である家族がストレスや精神的・経済的負担から，要介護者      

          に虐待行為を行うこと。 

   「介護離婚」…誰が介護をするかをめぐって家族や夫婦関係に溝が生じることが原   

          因の離婚。 

 

（注 6）社会保障構造改革…社会保障は国民生活の安定に不可欠の役割，少子・高齢化の進展に伴い社会

保障費用の増大は不可避との見解から，今後の社会保障についての国民の不安を解消し，成熟した社会・

経済にふさわしい社会保障とするために必要。高齢化のピーク時において国民負担率 50％以下という目

標を踏まえ，社会保障制度を再編成するために推進されている。 

厚生労働省ホームページ｢社会保障構造改革について｣http://www.mhlw.go.jp/index.html 

  

（注 7）増田［2003］，P.89�93. 

 

（注 8）第 1 号被保険者…65 歳以上の者 

    第 2 号被保険者…40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者 

 

（注 9）対象となる老齢退職年金給付はすべての国民が共通してうける老齢基礎年金と， 

老齢基礎年金創設前の老齢基礎年金相当を含む旧法の老齢年金・退職年金となる。 

（1）国民年金法による老齢基礎年金(旧陸軍共済組合組合員等の特例を含む) 

（2）昭和 60 年改正前の各法(旧法)による次の老齢退職年金給付 

 ①旧国民年金法の老齢年金・通算老齢年金 

 ②旧厚生年金保険法の老齢年金・通算老齢年金・特例老齢年金 

 ③旧船員保険法の老齢年金・通算老齢年金 

 ④旧国家公務員等共済組合法等の退職年金・減額退職年金・通算退職年金 

 ⑤旧農林漁業団体職員共済組合法の退職年金・減額退職年金・通算退職年金 

 ⑥旧私立学校教職員共済組合法の退職年金・減額退職年金・通算退職年金 

 ⑦旧地方公務員等共済組合法等の退職年金・減額退職年金・通算退職年金 

 

（注 10）離島など指定事業者や基準該当サービスの確保が困難な地域では，これらの基準に該当しなく

ても市町村が必要と認めたときには，保険給付の対象とすることができる。ただし，指定事業者の場合に

は，利用者は現物給付（利用者は１割の利用者負担を支払うだけでサービスを利用できる仕組み）により

サービスを利用できるが，指定事業者以外の場合には，原則として償還払い（利用者はいったん費用の全

額を支払い，その後費用の９割部分について保険者である市町村から費用の償還を受ける方式）で行われ

る。 

 

（注 11） 

痴呆介護の充実 

 全国 3 ヶ所に高齢者痴呆介護研究センターを開設し，痴呆介護技術の向上のための専門   

 研修，痴呆介護の研究等を推進。 

身体介護ゼロ作戦の推進 

 介護保険施設等において，緊急やむを得ない場合を除き，入所者の身体を拘束すること 
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 がないように，推進会議を開催してその対策の検討を進め，介護保険施設の運営基準に 

 明示したほか，介護現場用の手引きの作成等。 

介護サービスの評価の検討 

 利用者が介護サービスを選択しやすくなるようにチェックリストの作成や，痴呆性高齢 

 者グループホームにおけるサービスの自己評価項目の参考例の取りまとめ等。 

特別養護老人ホームの全室個室・ユニットケアの推進 

 2002 年度から特別養護老人ホームの施設整備にあたって個室・ユニットケアを基本とし  

 ている。 

ケアマネジメントの質の向上 

 ケアマネジメントリーダーの養成や活動支援，ケアマネジャーの研修の充実。 

 

（注 12）増田［2003］，P.153. 

 

（注 13）社会保障審議会・介護保険部会『介護保険制度見直しに関する意見』より。 

 

（注 14）中井［2003］，P.52. 

 

（注 15）介護保険事業状況報告 2004 年 1 月サービス分によると，在宅の利用者数は全体の 223 万人で

75％，施設の利用者数は 74 万人で 25％。保険給付額は，在宅 1,979 億円で 46％，施設 2,318 億円で 54％

である。 

 

（注 16）二木［2000］，P.39. 

 

（注 17）増田［2003］，P.162�165. 

 

（注 18）佐藤［2002］，P.38�43. 

 

（注 19）坂本［2003］，P.258. 

（注 20）3 つの施設はそれぞれ対象者が違い，以下の様になっている。 

介護老人福祉施設…常時介護が必要で生活が困難な要介護者 

介護老人保健施設…病状安定期にあり，入院治療をする必要はないが，リハビリテーショ 

         ンや看護・介護を必要とする要介護者 

介護療養型医療施設…病状が安定している長期療養患者であって，カテーテルを装着して 

          いる等の常時医学的管理が必要な要介護者 

 

（注 21）増田［2003］，P.146�149. 

 

（注 22）岡本［2000］，P.38. 
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論文 

リサイクル社会の発展 
 

濱垣 奈緒美 
 

はじめに 
 

20 世紀、日本は驚異的な経済成長を遂げた。しかし、それは大きな環境破壊をもたらすこと

になった。経済活動が社会的共通資本1を劣化、損傷させることによって発生する社会的損失2、

また、そのことが逆に経済社会の存立を不安定にする問題である環境問題が引き起こされたので

ある3。 
環境問題は全国にいくつもあると思われる。大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会構造に

よって経済成長が成されたからである。水俣病やイタイイタイ病、四日市ぜんそくは、この経済

成長からもたらされた忘れてはならない公害問題だ。また最近では、香川県豊島の産業廃棄物不

法投棄問題が大きくクローズアップされたばかりだ。その廃棄物の量の多さや有害さが深刻な環

境汚染をもたらした。この産廃問題の解決のために住民の多大な努力が払われた。環境破壊をな

くし、これ以上被害者を出さないためには、環境問題を解決する環境政策が必要である。 
本稿では、廃棄物処理対策の諸事例を取り上げ、どのような環境政策が行われているのか、

また行っていけばいいのか考察する。 
 
 

１ 環境対策の現在 
 
 国では、全国の環境問題の現状を受け、様々な対策を行っている。例えば、ダイオキシン対策

の「ダイオキシン対策推進基本指針」や社会構造から見直す「循環型社会形成推進基本法」、リ

サイクルを目的とした「容器包装リサイクル法」「家電リサイクル法」「自動車リサイクル法」な

どが進められているのである。 
 
1.1 ダイオキシン対策 
 
1.1.1 ダイオキシンとは何か 

ダイオキシン対策を考える上で、まずダイオキシンについて知らなければならない。 
性質の似た有機塩素化合物を総称して「ダイオキシン類」あるいは「ダイオキシン」とよんで

いる。「ダイオキシン類」には、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン(PCDD)75 種類と、ポリ塩化

ジベンゾフラン(PCDF)135 種類の異性体、合計 210 種の異性体がある。また、コプラナーポリ塩

化ビフェニル(コプラナーPCB)という物質も、よく似た性質をもっていることから、環境保全の

面からは、それも含めて「ダイオキシン類」とよばれている。 
PCDDは 2 個のベンゼン環4が 2 つの酸素原子で結合され、PCDFは 2 個のベンゼン環が 1 つの

酸素原子で結合さる構造をもつ。コプラナーPCBもベンゼン環 2 個をつなげた基本構造に塩素が

0～2 個ついたものである。 
性質としては、科学的に安定しており、水に溶けにくく、油に溶けやすい。環境中に放出され
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ると大気による拡散以外はほかへあまり移動しない。 
ダイオキシンは種類が多く、それぞれの毒性の強さが異なるため一律に評価することができな

い。そのため、それぞれの毒性を 2.3.7.8-TCDD(四塩化ジベンゾ・パラ・ジオキシン：ダイオキ

シン類で最も毒性が強い)に換算し、それらを全部足したものが毒性等量(TEQ)として広く用いら

れる。 
最も毒性の強い 2.3.7.8-TCDD は、青酸カリの約 1 万倍の毒性があるといわれている。そのた

め、人類がつくりだした「史上最強の毒物」といわれることもある。 
WHO(世界保健機関)は、2.3.7.8-TCDDは、人に対して発がん性があるとしている。動物実験に

基づき摂取しても発がん性について無作用なレベルとして、１日に体重 1 キログラム当り、1,000
ピコグラム5というのが世界的な基準となっている6。国際がん研究機関(IARC)は 2.3.7.8-TCDD
の発がん性について、長くグループ 2B(人に対して発がんの可能性がある物質)と評価してきた

が、1997 年 2 月になってグループ１(人に対して発がん性がある物質)との結論を出した。この結

論は、工場の事故や環境から高濃度のダイオキシンに曝露された人でのがん発生の検討、動物実

験結果の評価、発がんメカニズムの評価によるものである。非常に高濃度のダイオキシンに曝露

された労働者の発がんリスクは約 1.4 倍になるとしている7。 
また、発がん性以外に内分泌かく乱性といった毒性をもっている。動物実験でダイオキシンは、

正常なホルモン作用をかく乱し、生殖器官が小さくなったり、免疫機能が低下したりするという

ことが報告されている8。 
 

1.1.2 ダイオキシンはなぜ発生するのか 

ではどうしてダイオキシンは発生するのだろうか。 
ゴミには、ポリ塩化ビニール、ポリ塩化ビニリデンをはじめ、塩素を含んだものが大量に含ま

れている。これらを燃やすとダイオキシンの生成を助ける塩素が発生する。これが、ダイオキシ

ンの前躯体(クロロフェノール、クロロベンゼンなど)と結びついてダイオキシンが合成されるの

である。ダイオキシンは、300～400℃で最も発生しやすいといわれている。大型の焼却炉では高

温で連続的にゴミが燃やし続けられているので、たとえダイオキシンが発生したとしてもそのほ

とんどが分解されてしまう。問題は、排ガス(煙)からばいじんを取り除いてきれいにするために

つけられている集じん機にある。古いタイプの集じん機は中の温度が 300～400℃となるものが

多かったのだ。この段階でダイオキシンが発生していたのである。 
これをふまえて、新しい集じん機は温度を急激に 200℃以下まで下げるようになっている。こ

れでダイオキシンの発生が大幅に抑えられ、さらにフィルターを通すことによって細かな塵に付

着したダイオキシンを取り除くようになっている。また、焼却炉内の温度も 850℃以上で運転さ

れるようになっている。このように最近のゴミ焼却施設では、炉と集じん機のいずれにおいても

ダイオキシンの発生を抑えることができる。 
ダイオキシンの発生源は他にもある。 
それは、製鋼や焼結などの金属工業である。製鋼用電気炉や鉄の焼結工程など、ダイオキシン

の生成に適した温度の工程や粉じん処理を伴う工場から発生する。また、一般の家庭でも工場で

もいたるところで使用されている塩素系漂白剤も塩素を発生させるので、漂白の工程でダイオキ

シンが生成される。例えば、茶渋を塩素系漂白剤できれいにしようとしたときに酸性のもの(レ
モンや酢など)が混じればダイオキシンが生成されてしまう。他に、私達の身近にあるタバコか

らもダイオキシンが発生するといわれている。紙巻タバコの紙などの中に残っている塩素がダイ
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オキシンの原因物質になっていると考えられている。タバコの燃焼温度は約 600℃といわれてい

るが、火から少し離れた部分は 300～400℃になっているのだ。外国では、自動車の排気ガスか

らもダイオキシンが発生しているとの報告がある。ただし無鉛ガソリンを使用している日本では、

有鉛ガソリン(四塩化鉛が含まれている)を使用している諸外国よりもダイオキシン発生は少な

いと思われる9。 
 

1.1.3 ダイオキシンが広がる仕組み 

次にダイオキシンがどのように環境へ広がり、人の体に入るのかをみていく。 
ダイオキシンは主に焼却施設などで発生し、大気中に出ていく。微粒子などに付着したダイオ

キシンは、大気中を浮遊拡散し、時間の経過とともに地上に落下してくる。極めて水に溶けにく

いため、雨が降っても地下にはあまり浸透しないで土の表面に安定・蓄積される。しかし、雨な

どで表面の土が川や海に流されることで、ダイオキシンも川や海に流れ出す。海に流れ出したダ

イオキシンは、微粒子に付着した形になっているため、そう遠くまではいかない。そして、プラ

ンクトンなどに取り込まれ、さらに食物連鎖を通じて広がっていく。こうして大気や土壌、海な

どに広がったダイオキシンは、呼吸や食品を通じて人の体内に取り込まれていく。ダイオキシン

は、脂肪に溶けやすい性質があるため、脂肪分の多い魚介類、肉、卵などに含まれやすくなって

いる。野菜や果物、穀物についてはダイオキシンが根から吸収、濃縮されることはないが、大気

中または土壌中から付着することについては考慮に入れる必要がある。しかし洗い流すことがで

きるので、野菜や果物、穀物から取り込まれるダイオキシンは極わずかである10。 
 

1.1.4 ダイオキシン対策推進基本指針  

ダイオキシンを削減するため、政府はダイオキシン対策推進基本指針を発表した。その内容で、

緊急に講ずべきダイオキシン対策として 8 つあげている。 
１． 耐容 1 日摂取量(TDI)を始め各種基準等作り 
２． ダイオキシン類の排出削減対策等の推進 
３． ダイオキシン類に関する検査体制の整備 
４． 健康及び環境への影響の実態把握 
５． 調査研究及び技術開発の推進 
６． 廃棄物処理およびリサイクル対策の推進 
７． 国民への的確な情報提供と情報公開 
８． 国際貢献 
この中で排出源に対するダイオキシン対策は、「２．ダイオキシン類の排出削減対策等の推進」

であり、その内容としては、 
・ 今日の我が国におけるダイオキシン類の主たる発生源である廃棄物焼却施設に対する規

制措置を徹底する。 
・ その他の未規制の発生源についても、排出に関する最新の知見や排出実態調査の結果等を

踏まえ、排出削減対策を推進する。 
・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、大気汚染防止法及びダイオキシン類対策特別措置法

に基づく監視措置の徹底等により、不法な廃棄物焼却を一層強化する。 
・ ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る対

策を促進する。 
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・ ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、廃棄物の最終処分場の維持管理対策を推進する。 
などの 13 項目があげられている11。 
 
1.1.5 ダイオキシン対策の結果 

このようなダイオキシン対策の結果、2001 年 12 月 1 日から 2002 年 11 月 30 日までの 1 年間

に、全国の産業廃棄焼却施設から排出されたダイオキシン類の総量が、全国の推計値で年間約

635 グラムまで減量された。その内訳は、一般廃棄物焼却施設からのものが約 370 グラム、産業

廃棄物焼却施設からのものが約 265 グラムであった。前年の廃棄物焼却施設からのダイオキシン

類の推計排出量は、約 1,345 グラムであったから、約 53%の削減となり、1997 年の推計排出量

約 6,500 グラムとの比較では約 90%削減されたことになる12。 
なお厚生省では、最新の統計データをもとに一般的なダイオキシンの摂取量として、食品から

2.00pg/kg/日、大気から 0.07pg/kg/日、土壌から 0.0084pg/kg/日と推計している。さらに、特にダ

イオキシンを摂取しやすい環境の人の場合、最大限の影響を考慮しても、食品から 0～0.48pg/kg/
日、大気から 0.12pg/kg/日と推計しおり、合計 2.20～2.68pg/kg/日と見こまれることから、通常の

食生活では特に問題ないとしている。 
WHOでは最近の研究成果をもとに、ダイオキシンに似た性質を持つコプラナーPCBを含めて、

人が一生の間に取り続けても許容される量として、当面の目標を 4pg-TEQ/１日/1kg、最終的な

目標を 1pg-TEQ/１日/1kgと定めている。日本でも同様に当面の目標を 4pg-TEQ/１日/1kgと定め

ている13。 
 
1.2 廃棄物処理とリサイクル 
 

環境省が主体となり、2000 年 6 月 2 日に公布された「循環型社会形成推進基本法」では最近、

「循環型社会形成推進基本計画」が進められ、「資源を有効活用し、自然界から資源を取り出す

量、自然界への廃棄量を最小にする循環型社会」の構築を目指し、2010 年度までに達成すべき

具体的な数値目標を設定している。数値目標には「資源の循環利用率を平成 12 年度（2000 年度）

の 10%から 14%に引き上げる」「廃棄物の最終処分量を平成 12 年度の約 5,600 万トンから約

2,800 万トンに削減する」「1 人 1 日あたりの家庭ごみ排出量と 1 日あたりの事業所からのごみ排

出量を平成 12 年度に比べ約 20%削減する」などの内容が盛り込まれている14。 
 私たちの身近にある対策としては、容器包装リサイクル法によるペットボトルとガラスびんの

分別回収・再商品化がある。容器包装リサイクル法はさらに 2000 年 4 月から紙製容器包装、プ

ラスチック容器包装も対象としている。また、家電製品の生産者および輸入業者に製品リサイク

ルを義務付ける家電リサイクル法がある。豊島産業廃棄物不法投棄事件では、自動車のシュレッ

ダーダスト15が多く投棄され、環境汚染の強い原因となっていた。この例にもみられるように、

自動車廃棄物の取り扱いの問題も重要である。この対策については、フロン16類、エアバッグ、

シュレッダーダストの 3 段階にわけ施行される自動車リサイクル法の準備が進められている。 
 
1.2.1 容器包装リサイクル法 

容器包装リサイクル法の仕組み 

 容器包装リサイクル法は、1997 年 4 月から、びん色別 3種とペットボトル、2002 年 4 月から、

その他プラスチック容器包装と紙製容器包装がそれぞれ施行されている。同法の仕組みは、 
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①これらの容器包装の分別収集と保管、梱包は自治体が行う。 

②事業者はこれらの容器包装を引き取って再商品化する義務を負う。 

③事業者は指定法人（財団法人日本容器包装リサイクル協会）に代金を支払って、前記②の再

商品化事業を代行させることができる。 

となっている17。 

容器包装リサイクル法の結果  

容器包装リサイクル法の成果としては、2002 年度の実績から、ペットボトル分別収集が 2001
年度比の約 1.2 倍を記録し、生産量に対する回収率が 45.6％となったほか、再商品化量も 2001
年度比約 1.2 倍に達した。紙製容器包装の分別収集量は 2000 年度比約 1.2 倍、プラスチック製容

器包装が約 1.4 倍に達した。再商品化もそれぞれ約 1.2 倍と約 1.5 倍に達し、リサイクルが着実

に進んできていることがわかった。環境省の予測によれば、2003 年から 5 年間に国内のほとん

どすべての市町村が容器包装廃棄物の分別収集を行う見込みで、プラスチック製容器包装につい

ては 2007 年度までには全市町村の 8 割を超える約 2,700 市町村が分別収集を実施し、収集計画

量が 92 万トンを超える見込みであるという18。 
 
1.2.2 家電リサイクル法 

家電リサイクル法の仕組み 

 家電リサイクル法は、1998 年 6 月に制定され、2001 年 4 月に施行された。対象はテレビ、洗

濯機、エアコン、冷蔵庫の 4品目である。この法律は、リサイクルはメーカーが責任を持ち、費

用は消費者が後払いで負担し、運搬は販売店や自治体が行う、という仕組みになっている。メー

カーにリサイクルを義務づけることで、再利用のしやすい製品の開発を企業に促すねらいがある。

リサイクル料金は、テレビ 2,700 円、洗濯機 2,400 円、エアコン 3,500 円、冷蔵庫 4,600 円であ

る。消費者は、このリサイクル料金だけでなく、販売店が家電を引き取った後リサイクルプラン

トまで運ぶ費用も負担する19。 

家電リサイクル法の結果 

このように家電リサイクル法では、消費者に、廃家電製品を指定小売店までもっていく協力義

務と、リサイクル費用の全額を負担する義務が課されたことから、消費者や業者は不法投棄に走

る傾向がある。2002 年度の不法投棄台数は 2001 年度より 20.1%増加している。環境省はこの結

果について「廃棄台数に対する不法投棄台数の割合は 2001 年度とほぼ同じ 1~2%の間を推移し

ており、家電リサイクル法施行後 2 年目を迎え、不法投棄もほぼ落ち着いている状況」との評価

を示しているが、不法投棄が続いていることに変わりはない20。 
 
1.2.3 自動車リサイクル法 

自動車リサイクル法の内容 

 自動車リサイクル法は、使用済み自動車（廃車）から出る部品を回収してリサイクルもしくは

適正に処分することを自動車メーカーや輸入業者に義務付ける法律で、2002 年 7 月末に閉会し

た第 154 回通常国会で成立した。対象となるのは使用済み自動車から発生するフロン類、エアバ

ッグ、およびシュレッダーダストの 3 種類である。法律の施行は 2005 年 1 月からで、2002 年 10
月からはフロンの回収が先行して始まっている。リサイクルに必要な費用は自動車の所有者が負

担する。基本的には新車の購入時に支払う。廃車時に払う方式では、この費用を負担したくない

所有者が不法投棄する可能性があるからだ21。リサイクル量は乗用車で 7,000～18,000 円、中大
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型トラックで 10,000～16,000 円である22。 
自動車リサイクル法の仕組み 

 自動車リサイクル法では、所有者が支払ったリサイクル料金は資金管理法人に預託され、処理

時に資金がメーカーなどに渡される。仕組みとしては適正な処理が可能なようになっている。資

金管理法人は所有者から預かったリサイクル料金を安全に管理することに専念する必要がある。 
 日本で毎年発生する使用済み自動車は約 500 万台である。うち 100 万台が中古車として輸出さ

れ、400 万台がディーラーや整備業者を経由して処理される。解体業者に回された段階で、エン

ジンやボディー、非鉄部分、タイヤなどは再利用や再資源化される。残りが破砕されシュレッダ

ーダストとして、大部分が埋め立て処分されている23。自動車には鉛やカドミウムが使用されて

いるため、シュレッダーダストにも鉛やカドミウム24などの有害物が含まれている。にもかかわ

らず、不法投棄など不適切な処理をされることがあったり、安定型処分場(漏水の対策などがい

らない)で処分されていたため、土壌汚染へとつながったのである。シュレッダーダストは 1996
年 4 月より管理型処分場に捨てることが義務付けられた25。 
シュレッダーダストのリサイクル 

 さらに、現在、年間 55 万～75 万トンというシュレッダーダストの発生量を減らすことも考え

なくてはならない。リサイクルしやすい構造や素材選び、解体段階でできる限り再資源化を図る

べきだ。破砕の前段階で再資源化や、再利用が進むことが重要なのである。またシュレッダーダ

ストのサーマルリサイクル26も注目されていて、再利用の研究開発が盛んに行われている27。 
このサーマルリサイクルは各自動車メーカーをはじめ、鉄鋼、造船重機、機械、金属、リサイ

クル事業者、廃棄物処理事業者などが研究開発を活発に行っているが、最近になり、シュレッダ

ーダストをガス化溶融炉で処理するプラント28を建設する動きが具体化した。100～400t/日の大

型プラントであり、シュレッダーダストを部分酸化炉で乾留して可燃性のガスと金属と無機物と

に分離し、その可燃性ガスを燃焼させて発電するとともにガス中の無機物をスラグ化するプラン

トである。シュレッダーダストがエネルギーと有価物になる。また、この処理で発生した重金属

を含む飛灰を、溶融金属触媒炉で金属とスラグにする技術も実用段階に入りつつある。このタイ

プの炉でシュレッダーダストより得られた可燃性ガスを燃焼させずに工業用の原料とするプラ

ントも計画されている。さらに、シュレッダーダストの油化を目的としたプラントも試作されて

いる。塩化水素に侵されない金属塩の新触媒を使用し、窒素ガスをキャリアー29に使うことによ

り、ポリ塩化ビニールの含有率が 20%のシュレッダーダストよりガソリン/灯油=1 の油を得る技

術が自動車メーカーにより開発中である。近い将来シュレッダーダストの処理は、埋め立てから

焼却に変わる可能性があるかもしれない30。 
 
 

２ ゴミ処理対策の諸事例 
 
 容器リサイクル法の施行でゴミがリサイクルに回される量は確かに増加したが、回収率が生産

量の半分以下にとどまっていることもまた問題である。これはゴミの分別方法について人々がき

ちんと把握していないためではないだろうか。ゴミの分類に迷ってしまうのである。ここで香川

県のゴミの分別方法についてみてみたい。 
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2.1 香川県のごみ処理 
 
2.1.1 迷いやすいゴミ――高松市の事例―― 

 迷いやすい、間違いやすいゴミをあげてみると例えば、カセットテープ・ビデオテープである。

外装フィルムは「プラスチック容器包装」、カセットケースは「破砕ゴミ」、テープ本体は「燃え

るゴミ｣に分類される。 
 他には、ペットボトルがある。ペットボトルは、比較的再利用がしやすく、シャツやカーペッ

トなど繊維関係に広く利用され、人気のフリースの原料にもなっている。ただし本体とふたは別

の素材で、本体は「缶・びん・ペットボトル」、ふたの白い部分は「プラスチック容器包装」に

分類される。現在、高松市ではふたがついたまま回収されているペットボトルが 3 割ほどあり、

回収後に再生利用施設で手作業により分別している。 
 洋服類など「布・紙」の収集日に集める衣類は、東南アジアなどの海外に輸出されて再利用さ

れる。そのため破れや汚れのない再利用可能な衣類のみを受け付けている。対象は洋服、和服、

下着、シーツ、タオルなどで、破損して再利用できない衣類やほぐしたセーターは｢燃えるゴミ｣

に、ビニール製のテーブルクロスは「破砕ゴミ」に分類される。 
 ごみ収集車の火災原因になるカセットボンベやスプレー缶は「缶・びん・ペットボトル」に分

類されるが、よく間違えて「破砕ゴミ」に出されることがある。破砕ゴミは回収後すぐに収集車

内で圧縮するが、このとき缶内に残留している可燃性の溶剤やガスに火花が引火して車両火災が

発生する。これにより 2003 年度には 16 件の車両火災が起きている。カセットボンベは中身を使

い切り、錐などの鋭いもので穴を開けて「缶・びん・ペットボトル」に出さなければならない31。 
 このように細かく分類が決まっているのだが、香川県ではさらに市町によって分別方法が異な

ってくる。 
 
2.1.2 香川県内各市町の分別 

 廃棄物は、大きく分けて一般廃棄物と産業廃棄物の 2 つに区分される。家庭から出る生活系ゴ

ミは一般廃棄物になり、その処理責任を持つ各市町は、ゴミを独自の分別方法に基づいて収集し

ている。 
 「容器包装リサイクル法」では 10 品目のリサイクル対象物（スチール缶、アルミ缶、無色び

ん、茶色びん、その他のびん、ペットボトル、その他プラスチック製容器包装、段ボール、紙パ

ック、その他紙製容器包装）を設定しているが、国は、このうちどこまでを分別するかを各市町

の裁量に任せており、施設の処理形態などによっても違ってくる。 
 例えば、県内のほとんどの市町では、缶、びん、ペットボトルを種類や色、素材で分別しなけ

ればならないが、高松市、塩江町、香南町の 1 市 2 町は、分けずに一緒の袋に入れて出している。

これらの 1 市 2 町が利用している廃棄物処理施設では、機械による識別ができ、びんにおいては

色まで選別することが可能だからである32。 
 
2.1.3 廃棄物処理施設の現状 ――南部広域クリーンセンター―― 

 この廃棄物処理施設は、約 180 億円をかけて建設され、2003 年 8 月から一部本格始動が始ま

った塩江町の「南部広域クリーンセンター」である。焼却からリサイクルまでを行う資源循環型

の廃棄物処理施設だ。 
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 同施設は、料理くずや紙くずなどの燃えるゴミを焼却処理するための「ゴミ処理施設」や、プ

ラスチックや缶・びん・ペットボトルなどの資源ゴミを選別・梱包し、また粗大ゴミなどを破砕・

分別する「廃棄物再生利用施設」を完備している。資源ゴミはもちろんだが、粗大ゴミも細かく

破砕され、その中から鉄やアルミが取り出される。 
 また、焼却により発生する熱エネルギーは回収され、発電などに余熱利用している。焼却後の

残灰は溶融スラグ化33され、今後道路の路面材やコンクリート骨材として利用される予定である。 
 廃棄物再生利用施設内の「缶・びん・ペットボトルライン」では、「磁力選別機」「風力選別機」

「びん自動選別機」といった最新の選別機械によって、ペットボトルとアルミ缶、スチール缶、

さらに色タイプ別のびんを自動選別することができる。しかし、処理工程の中には人の手による

選別が 4 回もある。分別の精度を高める意味もあるが、容器の中身が残っていたり、ペットボト

ルのふたが付いたままだったり、ラベルがはがされていなかったりすることも理由の 1 つである。 
 一方、ゴミ処理施設内で現在試験運転されている溶融炉だが、1 日平均 3 回のペースで炉への

投入がストップしてしまう。原因は、燃えるゴミの中にあるはずもない金属類や粗大ゴミが、破

砕機に引っかかってしまうためである。過去にはパソコンや鉄アレー、キャビネットなどといっ

たものまであったという。 
 一旦炉への投入がストップすれば処理スピードが遅れ、トラブル処理にかかる人件費やエネル

ギーを余分に消費することになる。巨大なコストにより実現した最新性能の設備も、ゴミを出す

側の最低限のモラルが守られていなければ意味がない。 
 面倒で複雑な分別収集も、最新式の機器を導入することで将来はもっと簡単になってくるかも

しれない。しかし一方で、最低限のゴミの分別の意識をもっと人々に広めていかなければならな

い34。 
 
2.2 廃棄物処理施設の問題 
 
2.2.1 香川県の処理施設 

 そしてこのように、最新式の機器を導入し、廃棄物処理施設を建設するなど、ゴミを収集し、

焼却またはリサイクルするには膨大な費用が必要である。高松地区広域市町村圏振興事務組合は、

南部広域クリーンセンターを運営するための人権費や燃料といった維持費として、年間 10 億円

を見込んでいる。もちろんそれは財政資金から支払われるもので、ゴミの量が少なければ維持費

は下がるし、当然増えれば国民の負担も増加する。 
 同時に、県内ではゴミ処理施設でもっても燃えるゴミが焼却しきれず、やむなく埋め立て処理

地に持ち込まれている現実がある。今こうしている間にも、埋め立てせざるを得ないゴミが自然

あふれる大地を急ピッチで占領し続けている35。 
 さらに 2004 年の台風 16 号による高潮被害が、高松市で発生し、5,819 戸が床上浸水、15,986
戸が床下浸水した。これによる災害ごみは、最大で、綾南町の市一般廃棄物処分場に埋め立て処

分されるゴミの 4 年半分に相当することが分かった。発生した家具や家電、畳などの災害ゴミは

重量で 25,000 トン、体積にすると最大 50,000 ㎥に達すると推計されている。被災地では、路上

に集められたゴミの早期撤去が最優先されたため、ゴミはほとんど分別されずに市内 3 ヶ所の臨

時集積地に運ばれ、全量が同処分場に持ち込まれた。同処分場は、2003 年 10 月に埋め立て容量

約 170,000 ㎥の処分地を完成させたばかりで、埋め立て期間は 2018 年までの 15 年を見込んでい

た。しかしこの高潮被害により、全容量の約 3 割が埋まり、埋め立て期間は最大で 4 年半近く短
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縮する見通しとなった。高松市は処分地の埋め立て計画の見直しとともに、新たな処分地を確保

する必要がある。ゴミ問題は自然災害をも視野に入れなければならないようだ36。 
 廃棄物処理施設の問題や、埋め立て処理地の問題は香川県だけではない。日本は「埋め立て空

間に恵まれた地域はもともと少なく、高度成長とともに都市化、住宅化が破竹の勢いで進むにつ

れて、埋め立て地を新たに見出すのはますます困難となってきた。」さらに、「埋め立て処分地は、

一般にその場所は都心、住宅地から遠く、せいぜい 20 年前後しか使えない規模のもので、それ

でいて経費だけは、土地買収、搬入道路の建設、公害防止、地元への還元施策などのために莫大

な額に上る。」全国の市町村にとって処分地を確保するのも困難なケースが増えているのである
37。他県はそれぞれ処理施設についてどのような対策をとっているのかみていく。 
 
2.2.2 群馬県高浜クリーンセンター 

 高浜クリーンセンターは群馬県高崎市に隣接した棒名町にあり、高崎市ほか 4 町村衛生施設組

合により作られたものである。同敷地内には分別処理のためのリサイクルセンターや、群馬県企

業局が事業主体となってサーマルリサイクルを行う国内第 1 号のスーパーごみ発電所が建設さ

れた。スーパーごみ発電所は 1996 年から稼動している。 
 スーパーごみ発電とは、現在、発電効率で最も注目されている複合ごみ発電である。ごみ焼却

によって作られた蒸気をさらにガスタービンの高温排熱で加熱して、蒸気タービンの出力を増加

させる。タービンを回す蒸気の温度は 350～400℃で、発電効率は最も高い 30～34%を達成して

いる。ちなみに、従来型ごみ発電の発電効果は 5～15%、高効率ごみ発電は約 30%となっている。 
 同センターでの回収するごみの中身は、可燃ごみでは紙、衣類、落ち葉・草、食用廃棄油など

に加えて軟質系プラスチック(洗剤やシャンプーの容器、ポリ袋、トレイ、パック類、発泡スチ

ロール)が含まれる。軟質系プラスチックの混入率は 2001 年の平均で約 25%である。不燃ごみで

はガラスや陶磁器類、金属類、小型電気製品、菓子缶・食用油缶などのほか、硬質系プラスチッ

ク(ポリバケツ、洗面器、ポリウレタンなど)が含まれ、混入率は約 15%である。これらは粉砕し

た後ごみと一緒に焼却炉へ投入する。粗大ごみとして回収したものは可燃物を選別し(プラスチ

ック類や木製品など)、破砕してから焼却施設でエネルギー回収している。 
 焼却炉の性能によってはプラスチック類を一般廃棄物として回収している自治体もあるが、同

センターの場合は初めからプラスチック類を含むごみを焼却して発電を行う発想で取り組んだ

点が特徴といえる。消費者の分別の負担を減らす意味でも、自治体の回収コストを下げる意味で

もこの方式は注目されている。 
 焼却炉は、厳しくなったダイオキシン排出規制をクリアするため 3 基すべての焼却炉を改造し

てある。最終処分場はカルシウムの除去や活性炭吸収、消毒、さらに塩素を除去する処理をして

いる。また、稼動以降月 1 回の水質検査を定期的に行い、結果を地域住民に公表している。 
 同センターからエネルギーの供給を受け発電しているのが高浜発電所であり、発電総量は 1
週間で 25,000kwになる。そのうち所内で使用するものを除いては電力会社に売却する。25,000kw
でまかなえる世帯数を試算すると、約 34,000 世帯分になる38。 
このように高浜クリーンセンターは、環境汚染に配慮し、サーマルリサイクルを行うという対

策がとられている。 
 

2.2.3 新潟プラスチック油化センター 

 新潟県新潟市にある新潟プラスチック油化センターは、一般家庭から排出されるプラスチック
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